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平成26年９月24日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

教育委員会、福祉保健部、総合政策部

１．キャリア教育、ふるさと学習の取組等に

ついて

２．児童生徒数及び学校数の推移について

３．廃校の利活用の状況について

４．県内市町村の保育所の状況

５．県内市町村の私立保育所に係る保育料の

徴収の状況

県土整備部、総合政策部、総務部

１．空き家対策について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（17人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 黒 木 正 一

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 二 見 康 之

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

委 員 髙 橋 透

委 員 新 見 昌 安

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
谷 口 英 彦

（教育政策担当）

教 育 次 長
今 村 卓 也

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 川 﨑 辰 巳

福祉保健部

こども政策課長 渡 邊 浩 司

総合政策部

中山間･地域政策課長 石 崎 敬 三

県土整備部

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

県土整備部次長
鈴 木 一 郎

（ 総 括 ）

県土整備部次長
坂 元 政 嗣

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
東 憲之介

(都市計画･建築担当)

部参事兼管理課長 福 嶋 幸 徳

都 市 計 画 課 長 瀬戸長 秀 美
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建 築 住 宅 課 長 森 山 福 一

総務部

部参事兼市町村課長 甲 斐 正 文

事務局職員出席者

政策調査課主査 黒 田 裕 司

政策調査課主任主事 日 髙 壮

○重松委員長 それでは、ただいまから人口減

少・地域活性化対策特別委員会を開会いたしま

す。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、まず、教育委員会、福祉保健部、総

合政策部にお越しいただき、キャリア教育、ふ

るさと学習の取り組み、廃校の利活用の状況、

保育所の状況などについて概要説明をいただき

ます。

その後、執行部に入れかわっていただき、県

土整備部、総合政策部、総務部にお越しいただ

き、空き家対策について概要説明をいただきま

す。

その後、県外調査、次回委員会についての御

協議をいただきたいと思いますが、このように

取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、前回の委員会で依頼のありました資料

について、事務局に作成させましたので、お手

元に配付の資料１をごらんください。

前回の委員会において、外山委員から依頼が

ありました諸外国の出生率などのデータであり

ます。

詳細につきましては、書記に説明をさせます。

○日髙書記 それでは、御説明いたします。

資料１をごらんください。これは、世界保健

機関、いわゆるＷＨＯが毎年公表しております

世界保健統計の中から、世界の合計特殊出生率

の上位及び下位の10カ国を抽出し、作成したも

のです。

最初に申し上げますが、資料の国名の隣に記

載のアフリカ、東地中海といった地域はＷＨＯ

の区分ですので、一般的なイメージとは異なり

ます。例えば、日本、マレーシア、ベトナムな

どは、ＷＨＯの区分上は西太平洋地域、カター

ル、サウジアラビアなどの中東の地域やエジプ

トやモロッコといった北アフリカの地域は、東

地中海地域と区分されております。

出生率上位を見てみますと、１位のニジェー

ルが7.6、２位のマリが6.9などと、上位10カ国

はいずれも６を超えております。３位のソマリ

アは、ＷＨＯの地域としては東地中海となって

おりますが、アフリカ大陸に存在する国ですの

で、上位10カ国のうち９位の東ティモールを除

く全てがアフリカ大陸に存在する国ということ

になります。

また、下位を見てみますと、１位のボスニア

・ヘルツェゴビナが1.3、２位のポルトガルも1.3

などとなっておりまして、1.4の日本は８位と

なっております。

なお、地域別合計特殊出生率を見てみますと、

アフリカ地域が飛び抜けて高く、5.0ということ

になっております。要因としましては、衛生環

境や紛争などが原因で、乳幼児の死亡率が高い

ことや、子供が労働力として家族を支えている

ケースが多いことなどが考えられます。

説明は以上であります。

○重松委員長 よろしいですかね。井本委員、
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質問。

○中野委員 この１の欄外のアフリカとかいろ

いろ地域名が書いてありますが、なぜ日本は西

太平洋なんですか。（「説明」「もう一度」と呼

ぶ者あり）

○日髙書記 世界保健機関の事務所別の区分と

いうことで書いてございましたので、ちょっと

なぜ、理由まではちょっとわかりかねるんです

けれども、ＷＨＯがそのように区分をしている

ということのようです。

○中野委員 ああ、そうね。アフリカとかヨー

ロッパとか、ヨーロッパはヨーロッパ、アフリ

カはアフリカでしょう。じゃ、東ティモールは

東南アジアで、シンガポールはなぜ西太平洋に。

（「シンガポールですね」と呼ぶ者あり）

○重松委員長 それでは、もうちょっと調べて、

また御連絡いたしますので。

○中野委員 ある意味で大事なことがあるから、

また後で。

○重松委員長 議会事務局で調べて、ＷＨＯの

資料をもとに作成をしてるんです。ＷＨＯの区

分になりますので、一般的な区分ではないとい

うことです。済みません、よろしいでしょうか。

では、次、入らせていただきます。

また、井本委員から依頼のありました人口減

少をよしとする説やそのデータについてであり

ますが、これは適当な資料が見当たりませんで

したので、その旨、御報告いたします。

○宮原副委員長 一応正副、そして書記も含め

て、いろいろ添える資料がないかなということ

で言ったんですが、それぞれのいろんな発言を

されてる資料というのはあるのかなと思います

が、やっぱりそれを全体にお示しできるような

ものがなかなか出てこなかったということであ

りますから御理解をいただけないかなというこ

とでした。

○重松委員長 よろしいですかね。よろしくお

願いいたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時７分休憩

午前10時９分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

教育委員会、福祉保健部及び総合政策部にお

いでいただきました。

執行部の皆様の紹介につきましては、お手元

に配付の出席者配席表にかえさせていただきた

いと思います。

早速ですが、概要説明をお願いいたします。

○飛田教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。議員の皆様方には日ごろから

さまざまな機会を通して御激励、御支援をいた

だいておりまして厚くお礼を申し上げたいと思

います。よろしくお願いします。

本日は、ただいま委員長のほうからお話がご

ざいましたとおり、教育委員会と福祉保健部、

総合政策部合同で出席をさせていただいており

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、本日、報告いたします項目につい

て御説明させていただきます。右上に資料１と

記載されてる資料の表紙をおめくりいただき、

目次をごらんください。

初めに、教育委員会からキャリア教育、ふる

さと学習の取り組み等について、児童生徒数及

び学校数の推移について、廃校の利活用の状況

について御説明させていただきます。その後、

別冊の資料にて、福祉保健部から県内市町村の

保育所の状況、県内市町村の私立保育所に係る

保育料の徴収の状況について説明させていただ
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きます。

詳細につきましては、この後、担当課長が御

説明いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

私からは以上でございます。

○川越学校政策課長 学校政策課で取り組んで

おりますキャリア教育、ふるさと学習について

であります。

資料の１ページをごらんください。

初めに、１の高校卒業者の動向についてであ

ります。

ページ中ほどより左側の表とグラフは、４年

制大学への進学者数の推移を示しております。

人数につきましては、公立学校、私立学校の全

日制、定時制の生徒数合計となりますが、グラ

フの下に記載していますように、過年度卒業生

の人数も含まれております。なお、この表には

短期大学や専門学校への進学者数は含まれてお

りません。

本県高校卒業者の４年制大学への進学につき

ましては、生徒数が減少しているにもかかわら

ず、県外、県内を合わせた大学進学者の実数に

極端な変化は見られないことから、職業系高等

学校も含めた４年制大学への進学志向がうかが

えます。その中でも県内大学への進学者数は微

増し、進学率は向上しております。これは、県

内に新しく大学が設立されたことなどにも関係

があると考えております。

次に、右側の表とグラフは就職者数の推移を

示しております。就職者数につきましては、景

気の動向や高校卒業者の減少にも伴い、県外及

び県内就職者とも減少傾向にあります。また、

ここ数年は県外就職者数、県内就職者数とも横

ばいの状態が続いております。

２ページをごらんください。

それでは、２のキャリア教育について御説明

いたします。

まず、キャリア教育につきましては、一人一

人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤と

なる能力や態度を育てることを通して、キャリ

ア発達を促す教育と定義されております。また、

キャリア教育には、社会の中で自分の役割を果

たしながら自分らしい生き方を実現していくこ

とを促す教育であり、例えば、朝、起床してか

らの挨拶とか、学校での学習活動、学習意欲、

放課後の部活動やボランティア、家庭での手伝

い等、多くの活動を含めたものでございます。

これらのことを踏まえて、１の小学校におけ

る取り組みを御説明いたします。小学生に働く

ことの大切さや社会で果たす役割について考え

させるために、身近な仕事を調べた上で、学校

外では、職場体験活動の一環として地域のまち

探検、工場見学などを行ってます。学校内では、

係活動、これを行うことでクラスの中での自分

の役割を考え、責任感を持たせることとしてお

ります。

２の中学校における取り組みですが、中学生

が社会の一員として自分の役割や責任の自覚が

芽生えてくることもあり、働くことの意義や資

質・能力を育む取り組みに努めております。

（１）の職場体験学習につきましてですが、

最近、４年間の県内公立中学校の実施率を上げ

ております。資料からも見てとれますが、本県

の公立中学校は全国平均を上回る高い実施率と

なっており、生徒の勤労観、職業観の育成に寄

与しております。

（２）探究的な学習につきましては、生徒が

さまざまな職業を調べ、将来の自分について考

えることで、将来の社会的、職業的自立の基盤

となる資質・能力、そして態度を育てておりま
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す。

続いて、３の高等学校における取り組みです

が、学科等の特色を生かしながら、生徒自身が

自己のあり方、生き方を考え、主体的に進路を

選択することができるような工夫をしており、

大きく３つの取り組みに区分をしております。

最初に、（１）ですが、地域産業界において理

解を深める取り組みの実践例といたしまして、

延岡高校のメディカル・サイエンス科では、地

元における最先端技術を持った企業の見学、医

師会病院を訪問しての手術見学等を行っており

ます。

また、小林秀峰高校では、フェイスブックを

利用した西諸県郡の商店、イベントのＰＲ活動、

また、北きりしま田舎物語推進協議会と連携し

た農家民泊の情報発信などを行うこと等で地域

の活性化に寄与しているところであります。

３ページをごらんください。

（２）宮崎の産業を支える担い手を育成する

取り組みでございます。①の工業科を有する高

校を対象とした高度な技術・技能の習得としま

しては、県内企業の技能者を講師にお招きし、

１泊２日の研修会を行っております。次に、②

職業系の学科を有する高校を対象とした実践的

な職業教育の充実としましては、農業系学科で

は、農業系学科または水産系学科における地域

の農産物や水産物を利用した商品開発、工業系

学科による先端技術を取り入れたものづくりな

どを行っております。

次の、（３）のインターンシップの取り組みで

すが、学校と地域が連携しながら、産業界など

のお力添えもいただき、主体的に進路を選択す

る能力、態度の育成を図るために実施しており

ます。

なお、平成25年度におきましては、前年度に

引き続き、県立高等学校における全日制の実施

率ですが、100％でございます。

最後になりますが、４の県内キャリア教育モ

デル地区についてです。本県では、平成25年度

より県内キャリア教育を推進するために、日向

地区をモデル地区として指定をいたしました。

日向市教育委員会とも連携しながら、日向地区

の小中高等学校に対しましてキャリア教育取り

組みの普及、啓発に努めるとともに、県内企業

等との連携も力を入れているところであります。

以上の取り組みを通しまして、家庭、地域、

社会や産業界との連携を深めていきながら、宮

崎の産業について児童生徒に理解させることで、

県内の就職者数を増加させたいというふうに考

えております。

３のふるさと学習についてです。４ページを

お願いいたします。

このふるさと学習とは、学校や地域において、

ふるさとを知り、ふるさとに触れ、ふるさとと

のかかわりを深める中で、ふるさとに学び、誇

りや愛着を育む教育として捉え方をいたしてお

ります。

最初に、１、小中学校における取り組みにつ

いてでありますが、（１）の小学校社会科におけ

る地域の学習におきましては、小学校３年生、

４年生が社会科の学習の時間に、自分の住んで

いる市町村と宮崎県を知るためのさまざまな学

習を実施しているところです。また、教科書に

加え、市町村や宮崎県が作成する副読本も活用

しております。

小学校３年生では、実際に地域の農家、また

工場の見学を行いますが、加えまして、地域の

文化財、年中行事、地域の発展に尽くした先人

の働きなどを学習しております。

小学校４年生では、警察署、消防署、水道局
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やダムなど、地域にあります公共の施設の見学

等を行っております。あわせまして、宮崎県全

体の地形や主な産業の概要などを学習していま

す。

小学校では、主にふるさとのよさ、特色を理

解することを狙いとして社会科の学習が行われ

ており、ふるさとを大切に思う気持ちや誇りを

持てるような学習が展開されております。

（２）の中学校社会科における地域の学習に

おきましては、中学校の社会科の学習において、

自分たちが生活している地域をフィールド、す

なわち領域とした観察や調査活動を行っており

ます。具体的には、市役所や町村役場、地域の

方への聞き取り調査を行ったり、パンフレット

や資料をもとに調査を行ったりしながら、地域

の魅力をまとめたオリジナルガイドブックの作

成を行っております。

中学校におきましては、小学校で習得した知

識や思いをもとに地域の課題にも目を向けさせ、

原因や対策を考えさせながら、地域社会の発展

に参画していく態度を養うような学習が展開さ

れております。

続きまして、（３）の小中学校における社会科

以外の特色ある取り組み例でありますが、西都

市の銀上小学校と銀鏡中学校では、地域の保存

会の方々に協力していただいて銀鏡神楽につい

て調べたり、実際に神楽を舞いながら地域の神

楽についての学習を行っております。山村留学

の１日体験の日や地域の神楽祭りで、銀鏡神楽

の披露を行っております。

日南市立飫肥小、飫肥中学校におきましても、

地域の保存会の方々に協力をしていただき、泰

平踊りについて調査、研究を行い、実際に踊っ

たりする学習に取り組んでおります。飫肥小学

校は、運動会、飫肥城下祭りのパレードや郷土

芸能大会で泰平踊りを披露しております。同じ

く、飫肥中学校も観光ボランティアガイドを行

いながら、10月に開催されます飫肥城下祭りの

際に観光客に泰平踊りを披露しております。

延岡市立三川内中学校では、地域に生息する

蛍を一定の場所から観察、いわゆる定点観察で

ございますが、観察し、餌となるカワムシの調

査を行ったりしております。さらに、地域の方

々と連携して、河川の清掃活動や蛍の保護活動

も行っております。

５ページをお願いいたします。

（４）の小中学校が連携した特色ある取り組

み例であります。

これは、美郷町が小中一貫教育により進めて

いる総合的な学習の時間、美郷科の学習例であ

ります。美郷町では、義務教育９年間を４つの

段階に分け、それぞれの段階で目指す子供像を

設定し、自信と誇りを持ってふるさとを語れる

子供たちの育成を目指しております。さまざま

な体験活動や取材活動を通して、ふるさとへの

思いや願いを持たせ、将来のまちづくりについ

て具体的に考え、提言させるような学習プログ

ラムを開発し、実施しております。

最後に、２の高等学校における取り組みにつ

いて御説明いたします。

高等学校では、小中学校での学習内容や発達

段階を踏まえまして、各学校及び学科の実態や

特色に応じた郷土に関する学習を実施しており

ます。

（１）の地域学習の取り組みの例としまして

は、高城高校で行われます企業郷土探究という

ものがあります。地元の企業や大学、郷土につ

いて調べ、実際に訪問した発表会を行っており

ます。

（２）地域の食材を活用した取り組みにおき
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ましては、家庭科の授業の中で地域の食材を活

用した調理実習や県内の食材を用いた料理コン

クールへの出品が行われております。

また、（３）の地域と連携した専門学科の取り

組みでは、高等学校の専門学科が各学科の特色

を生かしまして、地域や自治体と連携した取り

組みなども行っているところです。

（４）の課題研究での取り組みでは、課題研

究の授業を中心に、郷土の素材を用いた研究が

行われ、全国の大会や発表会でも高い評価を得

るなど、地域の課題解決に向けた取り組みが行

われております。

以上で学校政策課の説明を終わります。

○川﨑学校支援監 それでは、私のほうからは、

県内の児童生徒数及び学校数の推移につきまし

て御説明をいたします。

委員会資料の６ページをごらんください。

初めに、小学校の児童数の推移につきまして

御説明いたします。

この表は、平成17年度から26年度までの過去10

年間の市町村ごとの児童数をまとめております。

平成17年度と平成26年度を比較してみますと、

総計の欄にありますとおり、平成17年度の児童

数が７万1,107人、平成26年度の児童数が６

万1,785人となっており、この10年間で9,322人

の減となっております。

次に、中学校の生徒数の推移につきまして御

説明いたします。資料の７ページをごらんくだ

さい。

同じように、平成17年度と平成26年度を比較

してみますと、総計の欄にありますとおり、平

成17年度の生徒数が３万7,003人、平成26年度の

生徒数が３万2,746人となっており、この10年間

で4,257人の減となっております。

次に、学校数の推移につきまして御説明いた

します。資料の８ページをごらんください。

この表は、平成17年度と平成26年度の市町村

ごとの学校数をまとめております。

初めに、小学校の学校数についてでございま

すが、表の左下の総計の欄の太文字Ａの下にあ

りますとおり、平成17年度は282校、太文字Ｂの

下にありますとおり、平成26年度は247校となっ

ております。平成17年度と平成26年度の学校数

を比較してみますと、表の下のほうに注１とあ

りますとおり、平成17年度以降、休校・廃校に

なった学校が40校、新設された学校が５校ござ

いますので、学校数が35校の減となっておりま

す。

次に、全校児童数50名以下の学校についてで

ありますが、総計の欄の下の小文字ａにありま

すとおり、平成17年度は71校でしたが、平成26

年度は、小文字のｂにありますとおり、58校と

なっております。

次に、右側の中学校の学校数についてでござ

いますが、表の左下、総計の欄、太文字Ｃのと

ころにありますとおり、平成17年度は147校、太

文字Ｄの下にありますとおり、平成26年度は145

校となっております。

同じように、平成17年度と平成26年度の学校

数を比較してみますと、表の下の注３にありま

すとおり、平成17年度以降、休校・廃校になっ

た学校が９校、新設された学校が７校ございま

すので、学校数が２校の減となっております。

次に、全校生徒数50名以下の学校数について

でございますが、総計の欄の小文字ｃにありま

すとおり、平成17年度は27校でしたが、平成26

年度は、小文字ｄにありますとおり、30校となっ

ております。

説明は以上でございます。

○田方財務福利課長 資料の９ページをお願い
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いたします。廃校の利活用の状況についてでご

ざいます。

まず、１の廃校の実態及び活用状況でありま

すが、（１）の利活用の有無の表をごらんくださ

い。本県における廃校となった学校施設の利活

用状況につきましては、平成14年度からのデー

タとなりますが、平成26年５月１日現在で、小

中学校、高等学校及び特別支援学校を含み74校

であります。うち、活用が図られておりますの

は、その表の中にありますように57校であり、

全体の77％となっております。

（２）の現存する建物の有無の表をごらんく

ださい。今、申し上げました廃校数74校のうち、

建物が現存しますのは68校で、建物がないもの

は６校となっております。

次に、下の表をごらんいただきたいと思いま

すが、２の活用の用途及び事例であります。

この表は、廃校となった施設の利活用状況を

主な活用の用途、事例及び件数に分けたもので

ございます。表にありますように、集会施設な

どの社会教育施設等が18件、地区体育館などの

社会体育施設が21件、地元の方々に御利用をい

ただいております。また、障がい者福祉施設な

どの福祉施設や体験交流施設などの交流施設、

工場や事務所などの民間企業等により活用され

ている事例もございます。

めくっていただきまして、10ページ、11ペー

ジはあわせてごらんいただきたいと思います。

県内の廃校の位置及び活用状況であります。

まず、左側の表をごらんいただきたいと思い

ますが、市町村立小中学校を北部、中部、右に

行きますけれども、南部の３つの教育事務所ご

とに、その下に県立学校を別表で整理をしてお

ります。その下に、宮崎県の地図を表示してお

りますけれども、市町村立学校は、表の一番左

の番号、県立学校はアルファベットの記号を地

図上に記載しておりますので、照らし合わせて

ごらんいただきたいと思います。

説明は以上でございます。

○渡邊こども政策課長 こども政策課でござい

ます。右肩に資料２と表示してございます特別

委員会資料をごらんいただきたいと思います。

資料の１ページをごらんいただきたいと存じ

ます。

資料の１ページでございますけれども、県内

市町村の保育所の状況についてでございます。

ここには、県内市町村の保育所の状況につきま

して記載しておりますけれども、委員の皆様に

は、恐れ入りますけれども、右側の２ページの

表をごらんいただきながら説明をお聞きいただ

ければと存じます。

２ページでございます。県内市町村別、地域

ブロック別ごとに、平成26年４月１日現在の就

学前児童数、保育所施設数、保育所入所児童数、

定員等について表にまとめております。

まず、表の左から２番目の欄でございますが、

就学前児童数でございます。一番下の段になり

ますけれども、県全体の児童数は６万208人と

なっております。地域別では、一番上の欄にな

りますけれども、宮崎東諸県が２万4,236人、こ

れは県全体の40.3％を占めております。

次に、その右の欄、保育所施設数でございま

す。一番下の段になりますけれども、県内の保

育所施設数は389ございまして、うち公立保育所

は61、私立保育所が328ということとなっており

ます。市町村別では、西米良村、諸塚村、椎葉

村には、いわゆる保育所、認可保育所はござい

ませんで、この山村では、就学前児童の保育に

つきましては僻地保育所で対応をしているとこ

ろでございます。
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次に、保育所入所児童数でございます。県内

の保育所入所児童数は２万9,870人でございまし

て、就学前児童全体に占める割合は49.6％となっ

ております。その内訳でございますけれども、

公立保育所が2,839人、私立保育所が２万7,031

人でありまして、私立保育所の入所者が全体

の90.5％を占めております。

最後に、一番右の欄の定員等でございます。

県内の保育所の定員合計は２万8,006人でござい

ます。定員に対します入所児童の割合、充足率

というふうに呼んでおりますけれども、県全体

で106.7％となっております。

続きまして、３ページをお開きいただきたい

と存じます。

続きまして、２、県内市町村の私立保育所に

係る保育料の徴収の状況について御説明をいた

します。

１つ目の丸印のところに記載しておりますと

おり、国は、私立保育所に関する運営費を算定

するに当たりまして、保育所徴収金、いわゆる

保育料の基準額を定めております。しかしなが

ら、県内の私立保育所のある全ての市町村にお

きましては、国の定めた基準額よりも低い保育

料を設定しているところであります。

右側４ページの表をごらんいただきたいと思

います。市町村別地域ブロックごとに、平成25

年度の保育料の徴収の状況を記載しております

けれども、国の基準額どおり保育料を徴収した

と仮定した場合の徴収金額を（Ａ）としており

まして、この表の左から２番目の欄に記載して

おります。そして、その右の欄には、実際に各

市町村が徴収いたしました金額を（Ｂ）として

記載しております。

国の基準額により保育料を徴収した場合、こ

れは（Ａ）の欄になりますけれども、県全体の

合計額は、一番下の欄になりますけれども、約77

億9,600万円となります。一方、実際に市町村が

保護者から徴収した金額は、（Ｂ）の欄のとおり

約58億7,000万円となっております。

国からの運営費の補助額は、国の基準額に基

づいて算定されますので、各市町村が表の中の

（Ａ）の金額を徴収したものとして算定をされ

ることとなります。しかし、実際には（Ｂ）の

金額しか徴収しておりませんので、その右の欄

に記載しておりますＡマイナスＢの差額のとこ

ろにつきましては、市町村が追加負担をしてい

るということになるものであります。その額は、

ごらんのとおり約19億2,600万円になっておりま

す。

その右の欄に、国の基準額と実際に保護者か

ら徴収した金額とを比較した徴収割合を示して

おります。

この割合が高い市町村ですけれども、恐れ入

りますが、左側３ページをごらんいただきたい

と思います。３ページの上から３つ目の丸に記

載しておりますとおり、比率の高い順に、延岡

市86.2％、高鍋町83.8％、都城市82.9％、日向

市80.8％、小林市78.2％となっております。逆

に低い市町村でございますけれども、低い順に、

美郷町39.3％、綾町42.4％、木城町56.2％、串

間市58.4％、川南町62.4％となっております。

右側の４ページの表の一番右の欄をごらんい

ただきたいと存じます。前回の特別委員会で御

説明いたしました、各市町村の平成20年から24

年までの合計特殊出生率を記載しております。

この資料全体につきましては、前回のこの特

別委員会終了後に委員の皆様から、保育料の安

い市町村では合計特殊出生率が高いといったよ

うな相関関係があるのではないか、そういった

ふうな御意見があったということを踏まえまし
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て作成した表でございます。そのような観点か

ら資料を作成して分析を行ってみたところでご

ざいますけれども、例えば美郷町とか串間市な

ど、一部の市町村では相関関係がうかがえたと

ころでございますけれども、全体として見ます

と明確な相関関係というものは見られない状況

でございました。

こども政策課からは以上でございます。

○重松委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がございましたら御発言をお願

いいたします。

○丸山委員 キャリア教育を始められて、どう

いうふうに今、推移が上がったのかお伺いした

いのが、就職して、七五三というのがよく言わ

れるんですけれども、中学校が７割、３年以内

に離職してしまう。高校が５割とか大学が３割

という、七五三という昔よく聞いてたんですけ

れども、このキャリア教育をやったことによっ

て、例えば離職率が少なくなっているとか、そ

ういうようなデータがあるのかどうか。あれば

非常にやって意味があるなと思っているんです

が、その辺のデータはないんでしょうか。

○川越学校政策課長 全国的に言われる、今の

議員のお話の七五三の話ですけれども、特に宮

崎県に限って申し上げますと、就職率が非常に

高く、全国でも98.数％だったと思います。ただ、

高校卒業の離職率につきましては、全国の平均

よりもやや高い状況が宮崎には出てます。

この原因を見ますと、一つは、いわゆる企業

と生徒の希望のマッチングがうまくいっていな

い状況があるということも一つです。県内の企

業に生徒が希望する企業がたくさんあればいい

んですけれども、なかなかそのあたりがうまく

マッチングできてないっていうところがあると

いうのも一つ原因がありますが、もう一つは、

生徒のコミュニケーション能力とよく言われる

んですが、比較的企業的に小さい企業での離職

率が実は高くて、一旦人間関係で崩れてしまう

となかなか修復ができない、そういった状況が

あるというふうにちょっと聞いておりますが、

そういった、宮崎県内でもややちょっと大きい

企業に入ってる生徒たちの離職率はそんなに悪

くはないんですが、やや小さ目の企業につきま

しての離職率っていうのがやや高いということ

が、県内の離職率の全国に対してちょっとやや

高いという数値であらわれているというふうに

考えていただければいいかなというふうに思い

ます。

○丸山委員 そういった、ある程度そういう具

体的なことがわかっているんであれば、それに

対する、これまでやってきて、キャリア教育に

ついての、これまでただ単にやってただけでは

なくてアレンジしていっているということ、ア

レンジっていうか、バージョンアップといいま

すか、そういうことをやっていらっしゃるんで

しょうか。

○川越学校政策課長 各高校の場合は、普通科

高校、それから職業系、いわゆる専門校系の学

校がございますが、就職する割合っていうのは

当然専門系の学校のほうが当然多いということ

になります。現段階で、離職率の対策につきま

しては、いわゆる企業と学校側をきちっとマッ

チングできるような支援員の部分での卒業就職

支援員、後でもう一度、正式に申し上げますが、

という方のうまく活用した上での企業と学校側

のマッチングをきちっとするという形を含めて、

インターンシップ、いわゆる企業での職場体験

学習を充実させるという形をとるっていう形を

とっています。

さらに、今、日向地区で実践をしております
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が、小中高のキャリア教育のモデル地区を指定

いたしまして、パイロット地区的な要素で企業

と学校が、小学校、中学校、高校も含めました

取り組みを積極的に今、キャリア教育という形

で事業化を図って実施しているところです。先

ほどの進路対策専門員という名前の係の担当の

者を、全体ですけれども、６名、各学校に配置

して注視しております。

以上です。

○丸山委員 このキャリア教育をすることに

よって、県内に今、就職された方がしっかり仕

事を持てば、結婚なりしていただくことができ

るんであれば、少子化、人口減少にもつながっ

てほしいなと思っておりますので、ぜひキャリ

ア教育をしっかりと、本当に実のなるものとし

て、離職率が高いっていうことを考えてその辺

はもう少し分析をしっかりしていただいて、商

工との連携なり、していただきたいことを要望

しておきたいと思っています。

○井上委員 委員長、関連して。最初の高校卒

業者の動向のところからちょっと教えていただ

きたいところがあるんですが、まず、先ほど

ちょっと説明のありました進路対策専門員の方

たちも含めて、どういうお考えなのかをちょっ

と聞かせていただきたいんですが、つまりは、

宮崎から出ていく生徒というか、宮崎から県外

に行く人たちが多いか少ないかっていうことが

人口減少には物すごく大きくかかわってくると

いうふうに思いますので、まずは、大学の進学

の段階のときに、例えば宮崎も、九保大も含め

てですけれども、大学が結構充実はしてきまし

たけれども、県外、県内の大学の進学を決定す

るときの先生方の進路の指導も含めてですけど、

今、どういう状況なんですか。

○川越学校政策課長 県内にございます大学と

いうのが、先ほどちょっと申し上げましたけれ

ども、宮崎公立大学、それから宮崎国際大学、

宮崎県立看護大学、それから九州保健福祉大学、

南九州大学という形で、これに関係する学科に

つきまして、生徒が希望しているところについ

ては、当然そういったところを選べるように進

路指導というのは当然行っているところはござ

いますが、全体的に見ますと、やはり県内から

出る生徒の数が非常に多い状況がございます。

先ほど１ページの県内外の大学進学者数の動向

を見ていただくとわかるとおり、その希望につ

きましては、生徒の希望する学部、学科につき

まして、できるだけ尊重するというような形を

しておりますので、県内に必ず残ってくれって

いうことを前提にはしていない状況がございま

す。

○井上委員 それもまた一つ踏まえておかない

といけないところもあると思いますが、それで、

今度、逆に県内の就職者と県外の就職者の関係

のことですが、本当は県内に就職したいんだけ

れども、でも、少なからずそれの希望がかなわ

ないので県外に行かざるを得ないということも

含めてですけれども、そういう意味での学校と

しての実態調査みたいなのっていうのはされた

ことがあるんでしょうか。子供の、実際の生徒

の希望は県内で、いいところがあれば、本来そ

ういうところに就職したいと。でも、県外に行

かざるを得ないと。

だから、結果的に県外の就職者数というふう

に出てくるわけですが、そういう、先ほど丸山

委員からも出ましたが、マッチングの問題もい

ろいろあると思うんですが、私どもも県内の企

業の雇用率を上げていかないといけない。そう

いうことも含めてそうなんですが、そこについ

てはどのような、学校としての正直な実態調査っ
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ていうのはされたことがあるんでしょうか。

○川越学校政策課長 ７月の末に、宮崎の労働

局のほうから調査をしているデータを見ますと、

ことし、やはり景気が非常によろしいというこ

とで、求人数が非常にふえておるということは、

もう全国的にもデータが出ておりますが、７月

の現段階ですが、昨年に比べて35.2％、求人数

がふえております。

求職者数をちょっと見てみますと、実は県内

の希望する生徒が、これはデータですので実際

にどう動いたか定かでありませんが、県内の希

望者、いわゆる求職者数の数が昨年に比べて減っ

ております。若干ですけれども、マイナス2.1％

減っております。それに比べまして、県外の就

職を希望する生徒たちの数が7.3％ですかね、伸

びております。

生徒の動向を見ますと、やはり賃金とか労働

条件、福利厚生、そういった面で条件のいいと

ころをこの時期、やっぱり選ぼうとする現象が

出ております。ただ、ことし、就職に関しまし

て、県内の求人票をできるだけ早く、県外より

も早目に出してもらうようにしておる状況があ

りますので、昨年以上の状況にできるだけなら

ないように、県内に生徒が残るような、取り組

み的には各学校がやっている状況があるという

ふうに思ってます。

○井上委員 ぜひそこのところが、なかなか私

どもも一概に子供、生徒さんの将来的な考え方

と、それを誘導するということにはならないか

もしれませんが、宮崎県の企業のありようと、

先生方も進路指導されるとき大変苦労されるの

はそこだと思うんですが、そういうこともきち

んとマッチングできていけるように、そういう

学校での取り組みっていうのをお願いをしたい

し、それと、私どもが企業にいい生徒をつくり

上げるのか、それとも、やっぱりその本人がしっ

かりとしたキャリアをっていうか、自分の生き

方を決めて選択できるような制度にしていくの

かっていうの、これはなかなか難しいところで

もあるわけです。

実際、バブルが崩壊したときに、岩手だとか、

ほかのところでの就職、そこから企業が抜けな

かったっていうのは、企業に適した人材をつく

り上げていたということがあったというふうに

聞いていますが、そういうことも含めて、そこ

が非常に大変悩ましいところでもあるんですけ

れども、キャリア教育が本来、どういう教育で

あるべきなのかっていうところは、なかなか

ちょっとそこんとこ、難しいところです。教育

委員会としてもそれについて、他の部との連携

ということについてはどのような対策をとって

おられるのか、それを聞かせていただきたいと

思います。

○飛田教育長 私、いろんな場に出ていきます

ので、課長にかわってお答えしますが、実は、

先ほどの離職の問題については、やっぱり非常

に大事にすべき問題だと思います。

それは２つの意味があると思うんですが、子

供たち自身にとっても問題だし、宮崎県の産業

とか宮崎県の経済あるいはいろんなことを考え

たときにも同じです。他の部局との連携という

ことで、ことし、大きく変わった取り組みとい

うのは、国の労働局と一緒になりまして、商工

観光労働部、それから経済団体、大学等も含め

て離職についてかなり突っ込んだ議論をいたし

ました。そして、どういう例が辞職をしてるか、

離職した方から直接聞いて、それを実は学校に

全部資料として流しております。

そのときいろいろ話題になったの、さっき課

長が答えましたが、宮崎の場合にはどうしても
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大きい企業が少ない、小さい企業が多い。やめ

ないとこは絶対やめないって言っていいぐらい

やめてないんですね。それから、なかなか続か

ない企業はなかなか続かないっていう状況があ

ります。それは、企業の中での教育とか企業の

社風とかそういうこともあるというんで、そう

いうことについてもぜひお願いしたいっていう

ふうな、突っ込んだ話をしてます。

ですから、子供たちが幸せになって、一生懸

命自分の持ち場を生かして働けるような環境に

なることは、すなわち宮崎の発展にもつながる

し、結婚をして子供を産むということにもなる

と思いますんで、ことし、また突っ込んだ形を

やっておりますので、一層そういうことをやっ

ていきたい。

それから、先ほど課長のことについてフォロ

ーしてお話ししますと、そういう外部との連携

に加えて、実はマッチングをする段階で求人票

をただ見て、求人票を見て、それがいいかどう

かっていうだけじゃなくて、もっと突っ込んだ

仕事の中身はどうなのかっていうようなことを

学校政策課中心となって今、求人票出す前に、

かなり指導をさせてますし、それから、先ほど

言いました学校の職員とか専門職員がフォロー

をしてる。職場に回ったとき、「あんた、どう

ね」っていうような話をしてるとか、そういう

会議をやってるっていうようなこともあります。

それから、先ほど井上委員が言われた、県内

に本当は残りたかったのに県外を希望してるん

じゃないかと。これは非常に難しい状況がある

と思うんですが、ことしになって一つステージ

が変わったと思うのは、ほぼ県内就職を希望し

てる子供たちが県内で就職できる、数的にはペ

イをするようになりました。これまでは、県内

に就職をしたいと思っても就職をできなかった

という状況があったんですね。ことしの春、25

年度卒業生、26年３月、卒業した生徒にいいま

すと、途中段階での就職希望では県内希望

が1,233人だったんですが、実際には県内に1,248

人という、十数名多く就職してるということで、

求人状況が変わってきた。今まではなかなか県

内に就職したいと思っても、ある条件では就職

できなかった構造が少し変わってきた。

ですから、今、去年からことしあたりには、

宮崎のそういう就職とか雇用、そして離職を考

える一つの大きな転機に差しかかってるので、

ますます力を入れていきたいと思ってるところ

です。

以上です。

○井上委員 最後ですが、農業、林業、漁業、

ここにぜひ宮崎の人たちが本当に、うちとして

はそこ、県としてはここが非常に大きな力を発

揮してほしいところなので、農業、林業、漁業、

ここにとどまっていただけるというか、生涯の

仕事としてここでやっていただける人たちをど

うつくり上げていくのかっていうことは大変重

要だと思うんです。それで、職業教育の職業系

の学科を有する高校を対象とした実践的な職業

教育の充実っていうの、これはぜひ徹底したも

のをやっていただきたいし、そして喜び、働く

ことの喜びを含めて、そのことがしっかりとも

うかる農業、もうかる林業、もうかる漁業とい

うところまで、生活できるということが実感で

きていけるようにならないといけないと思うん

です。

それと、佐土原にもありますオープンラボと

か、そういうことが子供たちにとっても、生徒

さんたちにとっても実感として、それが商品化

できていく力があるとか、これが商品として売

ることができるだとか、そういう意味での能力
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の発揮できる、そういうものを何かつかませて

いただけるようなものが学校側としてもやって

いただきたいと。それを実感させてやっていた

だきたいというふうに思っているわけですが、

そのことについての取り組みをちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。

○川越学校政策課長 各専門系の高校で、農業

であるとか商業であるとか、それから工業であ

るとか水産業であるとかっていう学科が、専門

性を持っていろんな取り組みをしているところ

でありますが、例えば最近でいいますと、小林

秀峰高校におきましては、チョウザメの冷や汁

等を開発をして、これを来年１月に販売を目指

すというような記事が最近載っておりましたが、

フードビジネス的な考え方で、高鍋農業高校も

フードビジネスの視点を入れて、農業だけでは

なくて、１次産業、２次産業、そして３次産業

の絡めた６次産業化を図るフードビジネス化を

産業系を中心にして取り組んでいるところであ

ります。そういったところを踏まえまして、社

会に出るあたり、社会に出ることの意義を含め

まして、学習の意欲も含めまして、キャリア教

育を充実させることが、そういった意味では社

会に出るための準備の期間っていうふうになる

という、助けになるんではないかというふうに

考えております。

○重松委員長 よろしいですか。

○髙橋委員 まず、１ページの卒業者の動向で

すが、基本的なこと、専門学校生徒がいると思

うんですけど、こういう人たちはどこに含まれ

るのかを一つお聞きします。

○川越学校政策課長 先ほど申し上げたんです

が、短期大学につきましては、進学者数で、県

内に残る県内進学者が367名と県外が317名とい

うデータが出ておりますが、専門学校につきま

しては、そのデータということにつきましては、

専門学校に行っている生徒の数は捉えてますけ

れども、それを県内、県外というデータという

ものが今のところございません。

○髙橋委員 データはあると思うんです。県内

の専門学校なのか県外なのか、また、そこもしっ

かりと調査をしておく。今、専門学校に行かれ

る方、子供さんも多いと思うんです。そこをひ

とつ、またこの数字が変わってきますんでお願

いしときます。

○川越学校政策課長 お伺いしました。専門学

校につきましては、今、議員がおっしゃったよ

うに、若干毎年のように進学割合が宮崎県では

ふえてございます。そういった部分の具体的な

データも含めまして、４年制、それから短大、

そして専門学校含めましたデータ等をしっかり

とっていきたいなと。

○髙橋委員 それと、先日、県北の子供たちの、

農学部でしたっけ、宮大、熊本、大分とかに行っ

てる数が多いっていうようなことで、多いって

いいますか、数的にそんなに、微々たるもんか

もしれませんが、全体的に県北の子供たちはやっ

ぱり通学ができない、経済的なこともあるんで

しょうけども、農学部に限らず、隣県に行って

る子が多いのか、大ざっぱでいいですけど、そ

の辺のデータはお持ちでしょうか。

○川越学校政策課長 ちょっとお時間いただい

てよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

○重松委員長 すぐ出ますか。いかがでしょう。

○川越学校政策課長 そのデータがあるかどう

かも含めまして、ちょっとお時間いただいて、

もし、ありましたら、それ後ほどお持ちして。

○重松委員長 じゃ、その件については後ほど

ですね。また、返答いたします。

○髙橋委員 じゃ、よろしくお願いします。
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先ほどから県内の離職率とか話題になってま

すけれども、私、全体的に見たときに、宮崎県

は条件がフリーになってるんじゃないかなって

気になってるんです。というのが、宮崎とか延

岡、都城はわかりませんけど、それ以外の市町

村っていうのは、高校卒業すれば公務員とかＪ

Ａとか森林組合とか、そういうところがあるか

らこそ地元にとどまっていたっていうような気

がするんですけど、そこはだんだん間口が狭く

なってます。だから、上りたくても上れない。

昔、聞いたことあるんで、岩下委員には申し

わけないのですが、福島高校を卒業したときに

地元に残る人たちがもう片手もいない、いわゆ

る５人もいないっていうことも聞いたことがあ

るんで、例えばそのときには串間市役所は採用

してない。そういうこともあったりして、合併

も進みました。だから、公務員の採用枠も減り

ました。ＪＡも何か厳しくなってますから、だ

からといって、かわる民間企業に体力があるかっ

ていうと、先ほどおっしゃいましたように、希

望者が減ってるというふうにおっしゃいました。

それはやっぱり民間の企業の体力だと思うんで

す。

そこは皆さん方と議論するところじゃないと

思うんですけれども、やっぱそこをしっかり、

他の部署もひっくるめて何か対策をとらないと、

地方創生に期待していいのかどうかわかりませ

んが、宮崎県としては、新卒の子供たちには非

常に厳しいものがまだ目の前にあるということ

です。そこはやっぱりお互いに理解を認識して

おかないと、この数字に余り一喜一憂してもい

かんなというふうに思いましたので申し上げて

おきます。

○重松委員長 返答はよろしいですね。

ほかの方、いらっしゃいますか。

○二見委員 先ほどの髙橋委員の質問にちょっ

と関連するんですけれども、まず、１ページの

高校卒業者の動向ということで、７ページの中

学生の推移を見たところ、例えば、平成17年に

３万7,000人いるっていうことは、大体１学年１

万2,000人ぐらいいるのかなっていうふうに思う

わけなんですが、この子供たちが３年後、つま

り平成20年になったときには、ここの大学、就

職を合わせると8,200人なんですよ。ということ

は、その差が大体3,000人近くおると。そうした

ときに、今、先ほど短大の話も出ましたが、残

りが本当に専門学校に行ってるのが2,500人以上

いるのか。もしくは県外のほうに、どこか高校

のほうに流出してたのか、そこ辺の状況という

ものは把握してらっしゃらないんですか。

○川越学校政策課長 今の段階で、ちょっと申

し上げる数字はございませんけれども、先ほど

の御指摘も含めまして、４年制、短大、そして

専門学校、それから今の部分の人数、具体的に

どのくらいの生徒が卒業した後、県外に流出し

てるのかっていうことも含めましてデータをと

りたいというふうに思います。

○二見委員 要するに、どういうふうに子供が

移動していってるのかっていうのを見れる、全

体像が見れる資料っていうか、大変かもしれま

せんけれども、そういうのをつくっていただけ

ればなと思います。

それと１点、保育のほうにちょっとお伺いし

たいんですけれども、２ページの充足率のほう

を見れば大体100％以上ぐらいのところがあるっ

ていう、こういう認識なんですけれども、まず

先に１点確認させてもらいますけど、先ほど説

明でいただいた４ページのほうの資料、国基準

と実際に保護者から徴収した金額の差額につい

ては、市町村が全額負担してるっていうふうに
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考えてよろしいんですか。

○渡邊こども政策課長 二見委員のおっしゃる

とおりでございます。

○二見委員 済みません。先ほど多分そうおっ

しゃったと思うけど、一応確認のためにと思い

まして。

済みません。充足率のほうに戻るんですけれ

ども、これまでいろんな県のほうで待機児童と

かについて質問とかがあったわけなんですけれ

ども、一貫して県の回答としては、宮崎県内に

は待機児童はゼロであるという回答がずっと

あったわけなんです。ですが、私の周りの人た

ちの話でも、どうしても保育所があいてないん

だよねっていう声はずっとあったわけなんです

が、つまりは何かといったら、役所のほうに保

育所に預けたいっていう申請をしたときに、こ

こに紹介されるわけです、どっか定員があいて

るところ、近くのところ。そこを希望できないっ

ていうか、どうしてもちょっとそこに預けるの

はちょっとっていうような保護者の人たちに

とっては、その人たちはもういわゆる待機児童

にカウントされないっていうのが現状なんじゃ

ないですかね。

ということは、この定員が大体100％以上を充

足してるっていうことは、そういう人たちって

いうことは、こう言っちゃ何だけれども、人口

が多いところとか人気があるところっていうの

は定員オーバーになる可能性は非常に高いわけ

です。それに比べて、まだ人口の少ないところ

とか、そういったところにおいては、まだニー

ズが少ないから定員を満たしてないんだけれど

も、それ全部ひっくるめての100％以上の充足率

になると、そういうふうに定義では待機児童と

は言わないかもしれないけれども、保育所を探

して、どこか空きを求めてるっていう保護者の

方っていうのは結構いるんだと思うんですけれ

ど、そういう待機児童ではない、いわゆる紹介

先の未確定者、その人数っていうのは県として

把握してはいないんですか。

○渡邊こども政策課長 まず、待機児童の定義

でございますけれども、保護者のほうが市町村

の役場のほうに申請書を出しまして、その申請

書には第１希望から第３希望まで書くように

なっております。そこで運よく第１希望に入れ

ればいいんですけれども、第１希望に入れず、

第２希望、第３希望だったらあいてますよって

いった場合に、第２希望、第３希望になると

ちょっと自分の仕事場から遠いので、第２希望、

第３希望になるのであれば、そこがあくまでし

ばらく待ちますと。そういった者に対しては待

機児童には含めないということで、これは全国、

厚生労働省のほうでそういったふうな統一的な

扱いをしているものですから、そういった方を

除いた上で、本県について待機児童はいらっしゃ

らないと、そういうことで考えております。

○二見委員 大体その待機児童に当たらない方

々が、それで預けなかった方、それがどれくら

いいるのかは把握してないんですか。

○渡邊こども政策課長 今の二見委員がおっ

しゃいました数字につきましては、こちらはデ

ータとしてとっておりません。

○二見委員 そこ辺がわからなくて、どこに人

口が多くなるとか、そのニーズがあるとか、そ

ういったものを調査するためには必要なデータ

じゃないかなと思うんですけれども、そういう

認識はなかったんですか。

○渡邊こども政策課長 確かに、委員のおっしゃ

る観点はあろうと思います。ちょっと市町村の

ほうとも協議をいたしまして、動向について

ちょっと把握をしてみたいなというふうに思い
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ます。

○二見委員 今までそういう話は全く出てこな

かったんですか。

○渡邊こども政策課長 おっしゃるような観点

につきましては、県のほうとしては、そのあた

りの認識は、ちょっと持ち合わせておりません

でした。

○二見委員 こないだ新しい、来年度からの子

ども・子育ての新しい保育計画ができるわけな

んですけれども、そういったニーズとか、こな

いだ説明をいただいたときに、これぐらいの幼

稚園の希望者があるとか、そういったニーズの

推測っていうか、推定はしてるわけなんですけ

れども、それをやっぱりもっとしっかりしたも

のにするためにも、そこ辺をちょっと調べてお

くべきだったのかなという感じは受けますので、

要するに、宮崎県はほかの都会に比べると非常

に子供を育てやすいっていう環境ができてる

なっていう認識はあるんですけれど、実際に若

い人たち、子育て世代の中でそういった声があ

るっていうことは、やっぱりしっかり受けとめ

ていただいて、それに対してどれだけの対応が

必要なのかっていうものを考えるためにも、そ

ういう情報収集っていうのは必要だと思います

ので、どうぞ、今後、御検討いただきたいなと

思っております。

○鳥飼委員 ３点お伺いします。

まず最初に、教育委員会の１ページの件なん

ですが、いろいろと議論されました。この特別

委員会は、人口減少時代に入って、宮崎県がど

う活力を取り戻してっていいますか、維持して

いくかっていうことを主題にしまして、いろい

ろと調査をしたり、お聞きをしたりしておるわ

けでございます。

先ほども御説明あったんですが、県内就職者、

県外就職者のところで、県内就職者は、大体希

望者は県内に就職できますよというような教育

長のお話もございましたが、丸山委員のほうか

らも七五三の話も出まして、若干全国平均から

すると高いという現状があって、それに対する

調査もやってますよということだったんですが、

やはり現実的に就職進路指導で各学校の先生た

ちが一生懸命頑張っていただいて入っていく。

そのときに一定の無理があるのかなというよう

な感じもしてるんです。なぜかといいますと、

非正規の県内の労働者の状況っていうの大体３

割５分から４割ぐらいなんですよ。ところが、

高校のところだけ、確認をしてませんけど、ゼ

ロなんですね。正規で入れていただいてると。

ですから、１年、２年、３年のうちにやめる人

が五十何％になってしまって、次、就職すると

なったら臨時とか非正規の、もうないんですよ。

県庁やら市役所やら教育現場もそうでしょうけ

ど、非正規の職員もどんどんふやしてきてると

いう現状があるわけなんですけれども、そうい

う私、分析してるんですけれども、そこ辺の状

況、ですから最初、就職をされる、進路指導を

されるところでの困難性といいますか、教育長

は一応大丈夫ですよということで、そういう状

況になりましたよというお話だったんですけど、

正規の社員として、従業員として送り込むとき

の困難性というのはどういうふうに今、認識し

ておられるのかということを学校政策課長、お

尋ねします。

○川越学校政策課長 先ほどの就職率、非常に

高い就職率を宮崎県の高校卒業生は確保してる

ということで、にもかかわらず離職率が若干、

マッチング部分、それから小規模の企業におい

て一旦コミュニケーションがこじれた場合に、

なかなかいづらいということで、やめていって
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しまうというような形がありますが、そのよう

な状況が去年だけではなくて、ここ数年続いて

いるということを踏まえて、各学校では、いわ

ゆる就職相談、ガイダンス、それから企業の方

々の講話、講演等を含めて、いろんな形で就職

に対する心構えも含めまして、また、先ほどイ

ンターンシップという形をしまして、できるだ

け早く企業の中で職場体験をしていくという、

そういった部分で生徒の意識を、また学習の意

欲も含めて喚起することをしてますけれども、

なかなか生徒のニーズとマッチングがきちっと

できている生徒ばかりではございませんので、

その部分のところにつきましては、生徒一人一

人に応じたきめ細かな指導をやっぱりしていか

なきゃならないなというふうには思っておりま

す。

○鳥飼委員 もう余り多くを言わなくても、も

うおわかりだろうと思うんですが、ぜひそこを、

なぜこんなに乖離があるのかと。一般の19歳以

上の就業者の状況の中で、そこをしっかり押さ

えていっていただきたいと思います。

続けてですけれども、働く場をどうやって確

保するかというのも非常に大きな課題です。そ

れで、廃校の利活用の状況のところ、これが９

ページなんですが、小中学校は、市町村の教育

委員会なり市町村での管理ということですから、

県の教育委員会がどうこうというのは困難性が

あるというの十分承知をしておりますけれども、

まだ未利用のところが23％ということで上がっ

てます。数字を見てみますと、例えば延岡市の

浦城中、これは25年度ですか、それで、その下

の須美江小というのは廃校年度なんですけれど

も、14年度ですから、これはもう11年ぐらいは

なってるんですかね。ですから、これに対する

活用について、県の教育委員会から何か一つの

考え方なりを示されているということはないん

ですか。

○田方財務福利課長 今の活用の方法というこ

とですけれども、活用の方法がわからないとか、

地域の方々から要望がないとかいうことがあり

ますので、今、廃校の活用の事例の紹介とか、

それから廃校を活用する場合に、転用すればい

ろんな補助金があるわけですけれども、転用の

施設によって国土交通省だとか、あるいは文部

科学省もそうなんですけれども、そういう施設

の利用によって補助金を使いながらいろんな施

設にできていくということでございますので、

そういう御紹介を各市町村の担当者会議とか、

そういうところできちんと周知をしてるところ

ではあります。

○鳥飼委員 そのような市町村で出てきたとき

に、じゃどうやってするかといったときに、例

えば絵があって、ここではこういうふうな企業

が来て、こういうことやってますよとか、いろ

んな事例とかが出てくるものがあれば非常にわ

かりやすいと思ってるんです。

ですから、そこで中山間・地域政策課長にお

尋ねをしたいんですけれども、せんだって大分

県に行きましたときに、やはり地元に帰ってき

てもらうとか誘致をするというような移住促進

の取り組みをする、地域活性化をするというと

ころで、きれいな冊子をつくってて、こういう

従業員がこれくらいですよとか、こういう工場

で、職種はエレクトロニクスでと、いろんなＩ

Ｔの産業の発達で、都会でなくても別に宮崎市

でなくても仕事ができるわけです。そういう事

例集をつくって、もっと促進をするということ

でやれば、かなり効果があるんじゃないかなと

思ってるんですけど、それは教育委員会がやる

か、中山間地がやるかというのはもちろんある
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んですけど、中山間地でも積極的に取り組んで

いらっしゃいますんで、ちょっとお尋ねします。

○石崎中山間・地域政策課長 まず、廃校でご

ざいますが、その廃校後の施設というのは地域

の活性化にとって非常に貴重な資源であると考

えております。そこで、中山間・地域政策課に

おきましても、そういう廃校施設を利活用して

地域活性化を行いたいという取り組みに対して

支援等を行っているところでございまして、例

えばこの委員会資料にも出ておりますが、木城

町の旧中之又小学校、また、石河内小学校、そ

して美郷町の旧渡川小学校などに対して、当課

の県単独の支援を行いまして、それぞれ利活用

が進められているところでございます。

今後も中山間・地域政策課といたしましても、

この地域活性化という観点からそのような活用

事例の紹介、また、使える支援策の紹介、中山

間・地域政策課では、県内のいろんな支援策等

をまとめました地域づくりハンドブックという

のを毎年、出しておりますけれども、これは総

務省から国交省とか各省庁の支援策あるいは県

単独の事業も含めまして、総合的に周知をして

いるところでございますけれども、そういうも

のも活用しながら積極的に利活用を支援してま

いりたいと思います。

○鳥飼委員 要望しておきますけど、やはり各

市町村で廃校・休校になったときにどうやって

活用するかということで、こんなことをやって

るんだ、ここはこうやってるんだというのを担

当者のところなり、町村長さん含めて、やっぱ

お互いがわかるっていいますね。これが大事だ

と思うんです。

それともう一つは、そういう企業の人たちっ

ていいますか、やりたいという人たちにその情

報が届くということが大事ですから、そこの仕

組みは教育委員会と中山間・地域、総合政策部

と連携をとってやっていただきたいなと思って

おります。

○田方財務福利課長 今、委員からありました

ように、文部科学省のほうで、「みんなの廃校」

プロジェクトっていうのをやっているんですけ

れども、その中で、全国のそういう企業等が使っ

てる施設として利用してるものの例とか、それ

から、各市町村のほうからこういう廃校があり

ますから、全国でこういう企業等で使えません

かという情報を提供するっていう仕組みもあり

ますので、そういう中で、各市町村の方々が地

元の意見を酌んでいただいて、そういうものに

応募していただくということで、全国的にも募

集になるのかなとは考えておりますので、そう

いうのも利用しながら周知に努めていきたいな

と思っております。

○鳥飼委員 ぜひ、そういう制度の充実で、地

域に雇用の場を生んでということで、地域活性

化ということもありますんで、また、宮崎県版

ということで連携とってやっていただきたいと。

最後に、こども政策課のところにお尋ねしま

すが、資料の１ページ、県内市町村の保育所の

状況ということで子供さんの状況やら出てきて

まして、保育所入所児童数というところでは２

万9,870人で、就学前児童数の占める割合は49.6

％で、これは50％の子供さんたちが保育所に入っ

てますよっていう数字ですよね。それで、幼稚

園の場合はどれぐらいおられて、児童数のうち

どれぐらい占めるのか。そして、全体的になる

とどうなるのかっていうのがわかっておればお

示しください。

○渡邊こども政策課長 まず、幼稚園でござい

ますけれども、全体が６万208人おりますけれど

も、幼稚園が１万356人でございます。保育所が
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ごらんの資料のとおり２万9,870人でございま

す。認定こども園が876人、そして、認可外の保

育所等に入っておりますのが3,455人でございま

す。それと、いわゆる僻地保育所に入っていらっ

しゃる方が186人でございます。残りの１万5,465

人、この方が施設を利用していらっしゃらなく

て、自宅等にいらっしゃる方ということになっ

ております。

○鳥飼委員 わかりました。数字、また後日、

資料でいただきたいと思いますが、それと１

万5,000人、1万6,000人それぐらいの子供さんた

ちは自宅でいるということですが、何らかの働

きかけもないという状況なんでしょうか。何ら

かのそういうふうなとこで利用するなり、ほか

の子供と触れ合うとか、そういうことはないん

でしょうか。

○渡邊こども政策課長 自宅にいらっしゃる方

が１万5,000人っていうことで、非常にぱっと見

られた感じ、多いなっていう感じを持たれたの

ではないかと思いますけれども、これにつきま

しては、年齢によって大分様相が変わってまい

ります。つまりゼロ歳児のお子さんについては、

ほとんど自宅にいらっしゃる方が多い。年齢が

どんどん上に上がるにつれて施設に入る、そう

いった方が多いということになっております。

そういう観点からいたしますと、４歳から５歳

というスパンで捉えてみますと、合計が約２万

人いらっしゃるわけですけれども、その四、五

歳の２万人のうちの１万9,000人の方が保育所あ

るいは幼稚園に入っていらっしゃいます。いわ

ゆる全くの自宅にいらっしゃる方っていうのは、

四百数十名で2.2％程度というデータでございま

す。

○鳥飼委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

○重松委員長 よろしいですか。

○前屋敷委員 子供の支援に関連してなんです

けど、きょうは資料は出ていないんですが、保

育所も必要なんですが、子供たち、低学年をい

わゆる学童保育といいますか、放課後児童クラ

ブ、非常に待機児童がふえているということで、

国は今、１年から３年生までが対象になってる

と思うんですけど、国は全学年に広げると。こ

れが私も望ましいと思うんですが、そういう方

向で来ている中で、宮崎県は１年から３年まで

も十分に対応できていないという状況があって、

これは非常にやっぱり働く親にとっては大事な

問題なんですけど、その辺のところはどのよう

に把握をされて、どう解決したのか。児童クラ

ブ数そのものはふえているというふうには聞い

ているんですけど、定員っていいますか、人数

的には非常に待機児童がふえるという状況があ

るようなんですけれども、その辺のところがわ

かれば聞かせてください。

○渡邊こども政策課長 放課後児童クラブでご

ざいます。現時点での利用状況について、まず

御説明をさせていただきますと、県内で8,152人

の方が放課後児童クラブを使っております。基

本的に放課後児童クラブは小学校低学年の方を

対象にした、そういうふうな事業ということで

ございまして、１年生から３年生の児童の利用

が7,855人ということで、比率にいたします

と96.4％でございます。逆に言いますと、小学

校４年生から６年生の高学年は3.6％ということ

になっております。

そういう中で、国のほうとしては来年度から

子供の新しい制度が始まるということの中で、

現在の１年生から３年生までではなくて、それ

をより高学年のほうまで広げていきたいと、そ

ういったふうな考えを出されております。そう
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いう中で、本県といたしましても、国の方向性

と同じような形で、１年生から３年生までの充

実を図るとともに、４年生以上の受け皿の確保

につきましても努めてまいりたいというふうに

思っております。基本的に、市町村のほうが来

年の新しい制度に向けて住民の需用と供給を、

需要を調査した上で、必要なハード整備なり、

受け皿の整備を進めているところでありますの

で、そのあたりは県と市町村が連携を図りなが

ら、住民のニーズに応えていけるように頑張っ

ていきたいというふうに思っております。

○前屋敷委員 国がそういう方向を示している

中で、まだ低学年に対しても十分な対応ができ

てないっていうところをまず解消することが必

要だと思うんです。国は一定、予算もつくると

いうことですので、それを活用するためには県

も一定補助する予算もつくらなきゃならないと

いう課題も、市町村もですけど、出てくるとこ

ろなんですけど、やっぱり子供たちを基本に置

いて、そしてまた、子供たちを育てる親御さん

がそこで安心して働きながら子育てができると

いう環境をどうつくるかという点では、やっぱ

り重視して取り組んでいただきたいと思います

ので、そこのところよろしくお願いしたいと思

います。

○重松委員長 よろしいですか。

○坂口委員 人口減少をとめるっていうか、人

口をふやしていくっていう視点からで、それを、

生活の場をそこに確保してとどまってもらうっ

ていう、すっごく狭い部分でちょっとお尋ねす

るんですけど、さっき井上委員からもありまし

たように、それでも、特に第１次産業ですよね。

農林水産業、ここらの今の実態とか現況を見る

ときに、まず農業でよく言われるのが耕作放棄

地がたくさんある。後継者が、担い手が減って

きてる。輸入はたくさんやってる。これ一つ、

不思議だって思うんです。まだ、つくればたく

さん食べる人いるのに、それつくりもせずに田

畑も荒れたまんまになってる。海もあれだけ広

いのに沖に出たって魚がいないって、これ農業

で言えばやっぱり耕作放棄地です。

ここらをいっぱいそこに全てが耕作あるいは

魚が昔のようにいるようにするってなると、そ

こに生活の糧が得られることになるんじゃない

かって思ったときに、何が問題かなって言うと、

たくさんあるもんですけど、一つには、今、国

も県も６次産業化とかフードビジネスっていう

方向を出して、これは新たな成長分野だという

ことやってますけど、本当に今のままでそれい

けるのかなって思ったとき、僕は第１次産業が

第１次産業の中で、農業でいうなら付加価値を

上げてって加工、流通まで自分らでやらないと、

やっぱりこの問題は解決できないんじゃないか

なと。加工業者なりは安いところからとるって

いう今の経済を拡大していくだけで、仕組みそ

のものは変えていかないんじゃないかなって

なったときに、農業とか林業とか水産業の分野

での人材、今後そこらを解決してくれる人材を

どうやって、どこで育てるのかってなったとき

に、今、県もですけど、全国見てもそれないと

思うんです。

具体的に言うと、工業の分野では都城に高専っ

ていうのがあります。ここは語学から経営から

社会情勢から全てをたたき込んで、本当にその

分野で新たなところを開拓していけるっていう

ような人材をつくってます。農業は、県内で言

えば農業大学、これ全国でもレベルの高い農業

についての人材育成の場ですけど、あくまでも

今の農業の分野で、いかにたくさんものがつく

れるかとか、いいものがつくれるかっていう、
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人材をつくっていこうっていう、その域を出て

ないもんですね。

これから新たな、国が目指そうとしてる地方

創生とか海外に打って出る農業ってなったとき

に、やっぱりネットを使って、どこでどんなも

のが、あるいは、今後こういうぐあいに農業分

野、あるいは加工分野進んでくるんだとか、新

たなニーズっていうのは、こういうものに食は

出てくるんだとか、これだけの海っていうとこ

ろがもう耕作放棄地になってるけど、ここに魚

をふやしていって、こうやれば、こういったま

た価値っていうもの、そこに求められるんだっ

ていうようなものを、そこを着目して解決でき

ていく人材の育成っていうのができてないもん

ですから、そこら辺どんなに感じておられます。

今のまんまで第１次産業の人材育成っていうの

は、本当にこの課題を解決していく人材を育て

ているかどうかっていうのはどう考えておられ

ますか。

○飛田教育長 おっしゃること、非常に大きな

問題だと思っております。実は、ことし、組織

としてフードビジネス推進課に県立高校の教員

を１人、送り込みました。それから、総合政策

課にも送り込みました。一番やっぱり我々が考

えておかないといけないっていうのは、農業高

校の先生は作物をつくる、メロンをつくるって

いうことについてはかなりいい技術を子供たち

に指導できてたと思うし、今もできてると思う

んですが、じゃ、エンドユーザーを見て、それ

を売ることがうまかったかというと、必ずしも

そうじゃなかったんじゃないか。そういう意味

において、県の施策と学校現場の教師とが肌で

感じるような世界を構築したいっていうことを

思っております。

それからもう一つは、高鍋農業高校にフード

ビジネス科をつくったときに、いわゆる農業の

生産だけの職員じゃなくて商業の先生、さっき、

おっしゃったようにネットでどう発信できるか

とか、あるいは商品開発をやるには家庭科でか

なり突っ込んだことをやってる人間とか、少し

組織も変えてみたい。それを、一つのリーディ

ングスクールが高鍋農業高校のフードビジネス

科だと思ってます。

それから、先ほどチョウザメの話が出てきま

したが、海洋高校においても、そういう種苗か

ら生産するような、魚を生産するような力にも

かなり力を入れておりまして、そういう発想を

学校の教師とか学校の管理職に入れながらいく

こと、それからもう一つは、先ほど学校政策課

長が３ページのとこで説明をしましたが、職業

系の学科を有する高校に実践的なことをやれと

いうことで、現場の相当なことをやってらっしゃ

る方が直接子供たちに刺激を与える。これは一

緒に教師も刺激を与えますし、工業なんかでそ

れをやったときは、実は生徒向けにやったんだ

けど、引率教師がかなり刺激を受けたっていう

ような報告も受けてます。そういうことをやっ

て学校のムードを変えていくこと、あるいは組

織論としても変えていくことが大事じゃないか

と思っております。今後ともそれ精いっぱい取

り組んでいきたいと思ってます。

○坂口委員 現状はそれだろうなと思うんです。

ただ、将来を見据えたときに、例えばノルウェ

ーなんていうのは、あれだけの魚を毎年海外に

出してるんです。これは漁業サイドでやってま

す。デンマークの農業だってそうです。あんな

に条件不利なところでやっぱり世界向けに農産

物を出してる。あるいは、アメリカ、カナダ、

オーストラリアの農家なんていったら何百ヘク

タール規模の、まさしく企業経営的な感覚の農
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家です。その人たちはもちろん地元も相手して

るけど、世界を相手してます。アメリカ、カナ

ダだって決して労務費も安くはない、デンマー

クだって、さっき言ったように低地で、マイナ

ス標高みたいなところで決して条件的にも有利

じゃない。ノルウェーだって、あんな奥まった

ところで海外にまで魚類を運んで、日本あたり

まで持ってくるには、それは流通コストって、

これ東京、宮崎を我々悩んでるけど、そんな規

模のもんじゃないです。そこで、何で世界に通

用するような農家、漁業家、林家が出てきてる

か。山だってそうです。これだけの山、もう切っ

たって売れないっていうけど、海外からやっぱ

運んでるわけでしょう。

これを切り開いていくためには、第１次産業

の人が開かないと、今の産業の構造のシステム

ではその規模がふえてくだけです、これは変わっ

ていかないと思うんです。そのためにはまずは、

最終的には大学院レベルで人材育成、世界に通

用するには農業で企業経営やっていくんだって。

しかしながら、まずは工業でやってるような、

僕らの知識の範囲内ではなんですけど、都城あ

たりの、高専みたいなところ、世界に通用する

ような発電機をつくったり、ロボットをつくっ

てコンテストで優勝したりするじゃないですか。

そういった人材育成っていうものを、これは県

じゃ、もう限界があると思うんです。それが国

レベルで、もうそこに着目をしていってやって

いかないと、ＴＰＰだってそうです。こういっ

たものに対抗するためにそうした人は、ここで

とりでになってがっちり日本の農地と、農業に

従事する人たちを守れるっていうような人材を

育成していくと。

だから、今のは批判するんじゃないんです。

現実は今の中で精いっぱい、そういったその時

点で通用する人をどう育てるかだけれども、将

来を見据えて本当に宮崎が成長分野でフードビ

ジネスなり６次産業化なりでやっぱり世界を席

巻していこうとすれば、やっていかないとだめ

だし、それは第３次産業がそこを握ったって農

家にまで利益は還元されないし、第２次なんて

いうのは仕組み的に賃稼ぎだし、やっぱり第１

次産業は自分らの手で自分らが運命共同体とし

て土地から何かを得ていこうと、海から何かを

得ていこう。それは全部仲間なんだと、第１次

産業なんだっていう、そういうところでリーダ

ーになれる人材育成っていうの、僕は必要のよ

うな気がするんですけど。これ何か考えを持っ

ておられたら何か答えていただき、なければ要

望で。

○飛田教育長 おっしゃるとおりで、今、高校

段階でやれることと、もう一つは、県と一緒に

なって宮崎大学などと協議会をやってますが、

そういう内なる部分の改革をやるということと、

また、外とどうやってそこ辺の人材をつないで

いくかっていうことを、またさらに取り組んで

いきたいと思っております。

○坂口委員 くどくなるけれども、多分今のＴ

ＰＰとか、そういったものの流れを見ていった

ら、そこらは今から意識しておかないと、やっ

ぱり日本の第１次産業従事者を守れないような

気がするから、ぜひ。

○重松委員長 よろしいですか。

○井本委員 就職問題は、本当ヨーロッパなん

かでは、ともかくもう就職問題っていうのは、

高齢者の問題だというのが、キャリアを持っと

るわけです。高齢者じゃない若者の問題だとい

うのがヨーロッパの問題だったけど、やっと日

本もアメリカ、ヨーロッパのようになって若い

人たちの就職が問題になってきたかなという感
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じはするんですけど。というのは、景気はあん

まり、今はちょっとよくなりつつあるけど、と

もかく経済がこんなふうになったときに、企業

がともかく今まで入ってきた若い人たちを教育

して、そして役に立つようにしてたんだけれど

も、そんなことをする余裕がないということで、

結局ミスマッチとかいうのも恐らくその辺にあ

るのじゃないのかなという気は私はするんだけ

ど、それはそれとして、要するに、恐らくキャ

リア教育の大きな目的は、ミスマッチを何とか

しようというとこにあるんじゃないかなと思う。

その辺はそれでいいんですかね。

○川越学校政策課長 キャリア教育自体を大き

な視点で捉えていくのか、今、委員がおっしゃっ

たように社会的、また職業的自立に向けた話に

ついて言うのかっていうのは、どちらもキャリ

ア教育の分野であります。先ほど就職の状況の

話に特化した話になりましたので、ミスマッチ

イコールキャリア教育だけではございませんが、

その中の一部としてキャリア教育っていうのは

ございます。

○井本委員 このミスマッチというのは、恐ら

く一番大きな問題だろうと思うんです。ほかに

もあるだろうけれども。そのときにキャリア教

育とは何か、それからその取り組みっていうの

を見ると、これはそうでいいんだけど、大学は

出たけど仕事がないっていうとか、そういうこ

とはあるというときに思うんだけど、ヨーロッ

パなんかではもう早くから自分の職業は何が向

いとる、適性が、自分は何が向いてるかという

のを早くからやってるんです。そしてもう、だ

から大学行く人間というのは、せいぜい多いと

こでも３割です。もう大学、高校過ぎるころに

は自分の適性が何に向いているっていうのが、

大体もう向こうでははっきりしてるんです。そ

の辺のところを、私は自分は何に向いてるんだ

ということがはっきりすれば、このミスマッチ

なんかも、そしてまた、変な大学に行っても仕

事がないっていうことも、私は大分なくなるん

じゃないかなという気がするんだけれども、こ

の辺のことをはっきり小学校５年の取り組み、

中学校における取り組みについても、おぼろげ

ながらには書いてあるけれども、私は、適性っ

ていうことをもうちょっとぴしっと出さなけれ

ばいかんのじゃないかと、そんな気がするんだ

けど。どうでしょうか。

○川越学校政策課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。小学校、中学校、高校を踏まえ

まして、近い未来、そして将来、遠い未来も含

めまして、どう生きていくのかということをしっ

かりと、発達段階に応じた形で小学校、中学校、

高校というものをキャリア教育という視点で学

ばせるっていうことというふうに考えておりま

すので、今、委員が指摘したとおり、適性とい

うものを含めまして、今後どう近い未来、遠い

未来っていうことを視点に置きながら、キャリ

ア教育を進めていくのかっていうことが大事だ

というふうに思います。

○井本委員 よろしくお願いします。

○重松委員長 よろしいですね。じゃ、先に。

○外山委員 総合政策部は、きょうは中山間対

策課長しか見えてないですが、この前の総合政

策部が見えたときに、出生率の話をして、世界

の出生率が高いと言われとるアフリカ、東南ア

ジア等の資料をとってくれっていうことで、こ

こに資料が来ておるんですが、そっちに行って

ないですよね。行ってないでしょう。（「行って

ないです」と呼ぶ者あり）行ってない。行って

なければ、ちょっと言いますと、聞いてもらえ

りゃすぐわかる。アフリカ諸国が７から６、高
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いところが7.6、それから他の国が６ぐらい。こ

れちょっと古い資料で、世界保健機構が出して

るやつ、日本は1.4。大体ヨーロッパ地域が1.7

台から、フランスあたりは２近いのかな。そう

いうことで、アフリカが全体的には５というこ

となんですが、これ、誰に聞くわけにもいかな

いんで、アフリカ等々が何で高いのか。じゃ、

日本が、それからヨーロッパを含めて何で低い

のか。

日本のこれからの将来っていうか、出生率、

少子高齢化、どんどん長生きできるんだから高

齢化はいいですよ。少子化をどうやってふえる

ようにしていくかというのが、この日本全体の

大きな政策課題で、ここが減っていけば日本の

活力がなくなっていくわけです。だから、100年

後ぐらいの数字を、積算っていうものを見てみ

ると、今のままでいくと3,000万から4,000万ぐ

らいというような数字ね。そういうふうになら

ないためには、出生率をどうやって上げていく

かというのが非常に大きなテーマで、それで高

いところの数字を拾ってもらったんですが、何

で高いのかね。何か参考になることないのかね。

聞くとしたら、こども政策課長かな。

○渡邊こども政策課長 今、委員のほうからご

ざいました、アフリカがなぜ高いのかというこ

とにつきましては、ちょっとなかなか御回答が

難しいところでございます。御了承いただけれ

ばと思うんですけれども、一方で、日本が今、1.4

ぐらいであります。その理由としてありますの

は、日本の合計特殊出生率が下がってる理由と

して大きく２つ上げられております。一つは、

未婚化晩婚化ということ、もう一つは、夫婦の

出生力の低下ということが言われております。

夫婦の出生力の低下について申しますと、平

成22年に国立社会保障・人口問題研究所が出し

ております調査がございますけれども、子供の

数を調査したものでありますけれども、昭和62

年には１組の夫婦の平均が1.93人という数でご

ざいました。一方で、平成22年のデータでいい

ますと、1.71ということで、全国で0.22、４分

の１人、0.22人ぐらい減ってるということであ

ります。

じゃ、なぜそんなふうに子供を産まないのかっ

ていうふうに重ねてアンケートをとったところ、

やはり何といっても子育てや教育にお金がかか

り過ぎるという声が過半数だったということで

あります。ということで、日本においての合計

特殊出生率が伸びない理由としては、繰り返し

でございますけれども、今申し上げましたよう

な、お金が子育てに相当かかるので、夫婦の出

生について、今まで３人目、４人目産んでおら

れた夫婦が１人にとどめとこうとか、２人にと

どめとこうとか、そういったふうな意識が強く

なってきてるのではないかっていうふうに思っ

ております。

○外山委員 これ、議論すると、もういろんな

考え方があるからはっきりした方向は出ないん

ですが、しかし、今、国においても、宮崎県に

おいても一番大事な議論、議論というか、考え

なくちゃいけないのは、この出生率をどうする

かということ。でないと、もう限りなく宮崎県

がなくなる、日本がなくなるというような方向

に走っていくわけです。ですから、今言われた

ように子供を育てやすいような政策をいろいろ

やれば上がるか。抜本的に私は解決にならない

と思う。その辺、幾らか上がるでしょう。政府

が30年後ぐらいに１億を切らないようにすると

いうことで出生率を２ぐらいにもっていく。果

たしてそういうふうにできるのかどうか。

今の日本の状況というか、経済的に社会状況
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を考えたときに、アフリカのような形に、後ろ

戻りをするわけにはいかないんで、当然、文化

が進んで社会状況が今のような状況になったこ

の社会で、抜本的にこれを変えていくというの

は、もう少し深いところの議論をしていかない

と。もう少し言うならば、余りこれは深く言う

といけませんが、生理的な問題もそこにあるよ

うな気もします。こうやって安定社会になって

くると子供を産まないような生理的な現象とい

うのもあるような気がするし、もうこれ以上は、

どうですかとは聞きませんので、きょうは総合

政策部の代表が見えてますからお持ち帰りいた

だいて、総合政策部で少しここ辺を深く議論を

していただいて、この出生率の問題、今後どう

していくか、これはもう部をまたがった全県、

もう県政の一番大きなテーマですよ。ひとつ議

論していただいて、またその考えをお聞かせを

いただくということで、委員長、お願いをして

おきます。

○重松委員長 わかりました。

○新見委員 １件だけ確認させていただきたい

んですが、先ほどの鳥飼委員の質問とも関連す

るんですけれども、廃校の利活用について。

これについては、今議会でも質問させていた

だきましたし、「みんなの廃校」プロジェクトの

積極的な参画というか、利活用についてもお願

いしたところでございますが、それを踏まえた

上でちょっと確認なんですけど、この９ページ

の資料の活用事例等々が出てますが、この内容

を見てみると、大半は地元での集会所とか体育

施設みたいな活用ですけども、他県から宮崎県

に入ってきてこういった廃校を利活用されてる

例というのはあるんでしょうか。

○田方財務福利課長 県立学校でございますけ

れども、日南農林高校の跡地に、大樹会ソーシャ

ルワーク日南っていう障がい者就労支援施設あ

るいは介護サービスつきの高齢者向け住宅を経

営されておりますけれども、そこが一応他県か

なということでお伺いしております。

○新見委員 それでは、９ページの資料の一番

下、企業や法人等の施設９件というふうにあり

ますが、これはほとんどというか、全部県内の

企業等々ということでよろしいんですか。

○田方財務福利課長 一応県内の企業の方々、

あるいはユズの工場だとか、そういうことに利

用されているということであります。

○新見委員 この廃校の利活用という問題は、

宮崎県のみならず、もう全国の道府県の悩まし

いところではないかと思います。全国的に見る

と、工場や法人等が他県に進出して有効な活用

をされてる事例もあるんじゃないかと思います

ので、もしそこ辺があったら、また、これから

の市町村との協議の中で、県のほうからしっか

り紹介していただければというふうに思います。

この点は要望をしておきたいと思います。

以上です。

○重松委員長 よろしいですね。

○岩下委員 関連。廃校の関係でちょっとお聞

きしますが、廃校の利用っていうことでなかな

か市町村の場合、積極的に何かに貸し出そうっ

ていう姿勢がなかなか見えないんです。何か条

件があるのかなって。例えば、社会教育とか福

祉に関係するところに貸し出すとすれば、今ま

で補助金で建てた建築費用の返還をしなくてい

いのかどうか。企業誘致関係するとすれば、非

常に建物としては有効な場所だと思うんですけ

れども、何らかの条件で社会教育とか福祉関係

しかなかなか使えない状況というのが出てきて

るんじゃないかと思うんですが、お聞かせくだ

さい。
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○田方財務福利課長 今、委員からありました

国庫補助金の返還の関係ですけれども、国庫補

助の完了後10年以上経過した跡地につきまして

は、建物を含むんですけれども、転用あるいは

無償での譲渡ということになりますと、補助金

の返還は不要になっております。有償において

いろんなことをされる場合におきましても、返

す補助金の相当額を基金として積み立てる、市

町村が基金として積み立てれば、その基金は市

町村の小中学校の施設整備に使えるわけですけ

れども、そういうことで基金をつくれば返還は

不要であるということですから、補助金関係で

は、文部科学省のほうでは大幅な簡素化とか、

それから弾力化がされておりますので、そうい

う制限っていうのは余りないのではないかと

思っております。

○岩下委員 そういった条件であれば、ぜひＰ

Ｒのほうもやっていただいて、中山間地域振興

と企業誘致と、それと学校廃校関係で結びつけ

ていただいて、ぜひ大いに活用していただきた

いなというふうに要望しておきます。

○重松委員長 廃校関連でしょうか。じゃ、廃

校関連で。

○二見委員 今、思い出したんですけれども、

都城は明和小学校っていうのが比較的新しい学

校がありまして、あそこは人口がふえたから新

しく学校つくったところなんですけれども、そ

のつくりとして、行く行く子供たちがいなくなっ

て、ここを廃校にするときは、これは福祉施設

に転用できるようなつくりになってるっていう

のがあるんですけれども、まだ子供が多いから

その予定はないんですが、今もう、いろんなと

ころで学校の建てかえとかしてるところもある

と思うんですけれども、そういう何か転用に向

いた校舎づくりっていうか、そういったコンセ

プトで進めてるっていうのはないんですか。

○田方財務福利課長 補助金の関係から今、そ

ういうふうに転用ができるような仕組みでやっ

てるということはないのではないかと思ってお

ります。

○重松委員長 よろしいですか。

○中野委員 今の学校関係ですが、時間があり

ませんから１点だけ絞って質問します。

今の関連で、17が未利用です。それで、その

うち６はもう建物がないということですが、建

物がなくなる、いわゆる建物を壊してるわけで

す。それ、壊さざるを得なかった理由、それか

ら残りが11です。活用されない理由、それをお

尋ねします。

○田方財務福利課長 建物がない学校が６校あ

るわけですけれども、これはやはり耐震化の問

題とか、それから市町村合併によって建てかえ

とか、そういうことで残すよりも、もう壊した

ほうが維持管理がかからないということもあり

ますから、そういう関係では耐震化の関係なん

かで壊してるということだと思います。

それから、今もう一点ありました、未利用の

関係ですけれども、未利用は、一応市町村のほ

うで跡地をどうするかっていうのを協議会をつ

くりまして、市町村っていうか地域住民の方々

の意見を聞くわけですけれども、なかなか、先

ほど申し上げましたように利用の仕方がわから

ないとか、それからどういうふうに利用したら

いいかがわからないというとこもありますから、

そういう地域住民の方々の意見を聞かないと、

なかなかどういうふうに、こちらから使えますっ

ていう周知をしてもなかなか踏み切っていただ

けないところもあるのかなと思っております。

市町村の方々が努力をされて、いろんな使い方

を今、協議をされてる状況ではないかと思って
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おります。

○中野委員 市町村のことはわかりましたが、

じゃ建物がなくなった６校の土地は更地になっ

ています。その更地の利用状況っていうのはど

うなってるんですか。

○田方財務福利課長 例えば、更地の利用でい

いますと、北部教育事務所の61番の大菅小学校

の跡地、括弧書きしておりますのが跡地だけな

んですけれども、町が新たに大菅地区のさくら

館っていう施設を建設しまして、地域住民の方

々に御利用をいただいているということもあり

ますし、それから35番の瀬口中なんですけれど

も、これは仮設住宅が建っておりますけれども、

先の雨の災害の後の災害後の住宅が建ってると

いうことがございます。一応そういう２校ほど

の利用が今されてる、あともう一つありますけ

れども、済みません、中部教育事務所の２番、

鹿村野小学校が上水道の中継ポンプ場として利

用されてるという例がございます。

○中野委員 現実的には、ここの表に載ってい

ない学校、そのまま放置されてるところがたく

さんありますが、もうえびのだけを見てもかな

りあるんです。だから、あれは宝の持ち腐れで、

結果的に国庫補助の問題で利用できなったとい

うのもあるし、そのまま結果的、もう今は草ぼ

うぼうで建物も朽ちて、何か利用すればよかっ

たのになという気がしてならんとです。だから、

厳しい再利用の枠組みを、何かそれを外すよう

なことをしないと、これからも休校・廃校がふ

えてくると思うんです。だから、その辺の再利

用に、再活用について、もっと利用できるよう

な門戸というか、それを広げていただくように、

６次化云々というような話もありましたから、

地方においてはそういうことで何か生計を立て

ていかざるを得ない状況もありますから、ぜひ

前向きになるようにお願いしておきたいと思い

ます。要望しておきます。

○重松委員長 要望ですね。じゃ、最後に。

○髙橋委員 子育ての関係で、人口減少問題で、

雇用と子育てが一番重要だと思うんです。この

ような、もう簡潔に申し上げますけれども、国

の基準で低い保育料を設定してるということで、

これは市町村の努力です。一般会計から持ち出

しをせざるを得ないことになってると思うんで

すけれども、低く保育料を設定している仕方で

す。保育料の区分があると思うんですけれども、

あれを細かくやって、利用者側が負担を軽くし

やすいようにしているのか、単純に減額してい

るのか、その辺を簡単に説明いただくといいん

ですが。

○渡邊こども政策課長 今、髙橋委員からの質

問でございますけれども、御存じのとおり国は

８区分にしておりますけれども、それを市町村

におきましては、区分の数をもう10とか10幾つ

とかにふやすという場合もございますし、金額

そのものを引き下げると、そういったような形

で取り組んでいるところであります。

○髙橋委員 たしか、もう公務員の共働きにな

ると、私、記憶では５万とかいうふうに、たし

か負担があったと思うんです。高いんですよ。

だから、これ所得の上限ですから、それなりの

所得がある人は、それは５万っていうのは払い

やすいかしれないですけれども。

それと、例えば今、おっしゃったように、区

分が８区分だと、これ例えば、100万から200万

で幾らっていう設定になってるわけです。そ

れ101万の人も200万の人も一緒ということにな

るから、そこを150万に区切って、だから８区分

を12にしたり、私、日南のときにそういう運動

やってて、たしか県内でも誇れる保育料の区分
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を持ってた時期があるんです。そういうふうに

利用者側の負担を軽くする努力をしているのが

この市町村だと思うんで、ただ、問題はそこに

対する一般会計への交付持ち出しが来ますから、

そういうの悩ましいとこで、ある意味、認定こ

ども園とかいっぱい出てきてますけれども、そ

こをうまく融合してないっていいますか、利用

の仕方にしても負担にしても、これもっと国が

そういったとこをしっかり指導してもらえない

といけない課題なんですけれども、市町村がそ

ういう努力をしていることは、やっぱり県もしっ

かりそこは何らかのフォローも必要なのかなと

いうことを申し上げながら終わりたいと思いま

す。だから、安い保育園のところに認可外保育

園に逃げていきました。そういったところもあ

りました。よろしくお願いします。国にしっか

りと要望していくことが大事かなと思ってます。

○重松委員長 わかりました。よろしいですね。

そのほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないですね。それでは、ないよ

うですので、これで終わりたいと思います。執

行部の皆さん、大変にお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。この後、再開は１時か

ら行いたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

午後０時４分休憩

午後１時２分再開

○重松委員長 それでは、お待たせいたしまし

た。委員会を再開いたします。

県土整備部、総合政策部及び総務部においで

いただきました。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の出席者配席表にかえさせていただき

たいと思います。

早速ですが、概要説明をお願いいたします。

○大田原県土整備部長 県土整備部長の大田原

でございます。皆様方には、日ごろから県土整

備行政の推進につきまして格段の御指導、御協

力をいただいております。厚くお礼申し上げま

す。

本日は、皆さん方のお手元に配付しておりま

す資料によりまして、空き家対策について担当

課長から御説明させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○森山建築住宅課長 建築住宅課であります。

特別委員会資料、県土整備部の１ページをお開

きください。空き家対策について御説明いたし

ます。

まず、１の現状であります。（１）の本県の空

き家の状況でありますが、総務省が実施いたし

ました平成25年住宅・土地統計調査の速報集計

結果が本年７月29日に公表されまして、本県の

空き家率は13.9％で、全国平均を上回っている

という結果が出ております。

一番上の表をごらんください。左から住宅総

数、空き家総数、空き家率、世帯総数について

全国及び九州各県の状況を示したものでありま

す。上から、全国の状況、九州の状況を示して

おりまして、下から２段目の太文字が本県の状

況でございます。

表の真ん中ほどに空き家総数を記載しており

ますが、本県の空き家総数は７万4,200戸で、そ

の右側の空き家率が13.9％でございまして、上

のほうの全国の13.5％より高く、九州全体の14.2

％よりも低くなっております。

次に、その下の表をごらんください。これは、

本県における平成10年から25年までの空き家総

数等の推移を表にしたものであります。平成10
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年以降、空き家率は増加しておりまして、今後

も増加していくものと考えております。

次に、（２）の問題点であります。空き家の中

には管理が不十分なものがございます。そうし

た空き家におきましては、火災の発生や建物の

倒壊、衛生の悪化、防犯性の低下、そして景観

の悪化など、多岐にわたる問題が生じておりま

す。

次に、２の現在の取り組みであります。

まず、（１）の市町村の取り組みでありますが、

①の国土交通省によるアンケート結果の表をご

らんください。

これは、本年４月、国土交通省が市町村に対

して空き家対策の取り組み状況についてアンケ

ート調査したものでございまして、本県市町村

の条例施行や実態調査、空き家バンク等の取り

組み状況を示しております。

このうち条例施行実施済みが２カ所となって

いますが、これについて説明しますと、表の下、

枠外に記載しておりますとおり、条例施行済み

は延岡市と門川町でございます。２市町とも生

活環境の保全に関する条例を改正しまして、空

き家の適正な管理に関する規定を追加したもの

であります。当条例には、立入調査及び改善勧

告の規定はありますが、改善命令や行政代執行

に関する規定はございません。

右側のページをごらんください。空き家の利

活用の事例でありますが、国土交通省所管の交

付金を利用したものについて申し上げますと、

綾町におきまして、空き家21戸を借り上げ、リ

フォームを行った後、移住希望者等に賃貸住宅

として貸し付けております。

また、諸塚村におきましては、空き家２戸を

購入しまして、田舎暮らしの体験を希望する方

々を対象とした短期間の宿泊施設として整備活

用されております。なお、諸塚村では、このほ

か、他の制度により空き家を活用した宿泊施設

もあるようでございます。

次に、（２）の県の取り組みであります。

まず、①の市町村空き家連絡調整会議であり

ます。この会議は、空き家対策に関する全国の

条例等の状況や実態調査、除却・活用等につい

ての県内市町村の取り組み事例や国の補助制度

等を紹介するなど、情報提供を行ったものであ

ります。

次に、②の空き家対策庁内連絡会議でありま

すが、空き家に関しましては、先ほど説明いた

しましたように、さまざまな問題点があります

ことから、庁内での情報共有を行っているもの

であります。

次に、③でありますが、これは空き家が増加

する中、空き家対策を進めるに当たり、財産面、

制度面などさまざまな課題がありますことから、

法整備や財政支援等を国土交通省に要望したも

のでございます。

次に、３の国の動きであります。

（１）でありますが、空き家を撤去しますと、

敷地に係ります固定資産税評価額の減額措置、

最大で６分の１でございますが、これが受けら

れなくなりますことから、国土交通省では平成27

年度概算要求の中で、固定資産税に関する税制

改正を要望しております。

次に、（２）でありますが、空き家が個人財産

であるため、所有者の特定や立ち入り等が困難

な場合がありまして、改善や除却に関する行政

の指導等が難しいことから、空き家対策につい

て新たな法律の制定に向けた動きがございます。

下の括弧書きでございますが、新たな法律の

検討内容として、国は、空き家等に関する施策

の基本指針の策定について、都道府県は、市町
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村への情報提供等の支援について、また、市町

村につきましては、空き家の実態調査を含む、

空き家等対策計画の策定と実施、立入調査、改

善命令、行政代執行についてであります。

最後に、４の今後の対応であります。

県土整備部といたしましては、国の動きを注

視しながら、市町村が新たな法律制定等に的確

に対応できるよう、引き続き情報収集と情報提

供を行ってまいりますとともに、空き家対策を

推進する上で重要であります実態調査が円滑に

実施できるよう、調査マニュアルを作成するな

どの市町村支援を通じて、市町村と一緒になっ

て取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○重松委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお

願いいたします。

○黒木委員 空き家は、空き家の定義といいま

すか、これは１年間住まないとか３年とか、そ

ういったものがあるんでしょうか。

○森山建築住宅課長 空き家でございますけれ

ども、空き家は基本的に住宅・土地統計調査と

いうのを５年ごとに行っておりまして、直近で

は昨年の10月１日を基準日として調査しており

ますが、この時点で人が住んでいない住宅、こ

れを空き家として取り扱っております。

○黒木委員 ３年間あいとったら空き家とか、

そういうものではないわけですね。

○森山建築住宅課長 失礼しました。空き家で

ございますけれども、種類が幾つかございまし

て、別荘などの二次的空き家ですとか、あと、

賃貸とか売買のために空き家になっているもの、

そして、それ以外、人が住んでいない住宅、そ

の他住宅といいますけれども、大まかにこの４

種類がございまして、この二次的、賃貸用、売

却用というのは、もうそれぞれ目的があって、

そのときにあいてるという状況でございますが、

その他の住宅の中で、いろいろ今、話題となっ

ています廃屋とかも含まれるわけでございます

けれども、これは、例えば転勤ですとか入院等

で長期にわたって居住世帯が留守っていいます

か、いない場合、そして、建てかえようとする

場合に取り壊すのを待ってる建物もございます

けれども、そういったものも含んでございます。

○黒木委員 余りよくない話ですけれども、例

えば夕張市とか行くと、もう空き家がいっぱい

あって、人口も急激に減っていって、ぽっと行っ

たら何か不思議な世界に入ったなというぐらい

空き家が多くて、そしてもう朽ちた家がいっぱ

いある。もう多分ああいうところに行ったら住

む気がしないだろうなと思いますし、国の動き

で新たな法律の制定みたいな動きがあるという

ことですが、例えば山村とか行っても、空き家

になりますともう二、三年たつと、葛とかつる

が巻って、もう本当いかにも人の住むとこじゃ

ないような景色があるもんですから、これの何

かいい方法で処分をして、何か少しは元気の出

るところにすることはできないかなといつも思

うんですけれども、これは個人の財産というこ

とでなかなか手がつけられないんですけど、そ

ういったものを何とかしましょうというような

法律の制定に向けた動きがあるということなん

でしょうか。

○森山建築住宅課長 法律の具体的な条文は

ちょっとわかりませんが、インターネットで法

律案の概要といいますか、要綱というのが出て

おりまして、それを見ますと、廃墟になった空

き家に対してのこととか、あと、国、県、市町

村の役割分担、ちょっと先ほど括弧書きの中で

御説明いたしましたけれども、そういったこと
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等が述べてあることが今わかっておりますけれ

ども、申しわけございません、詳細については

まだわかってない状況でございます。

○黒木委員 ぜひ何か一時的にでも市町村なり

が財産として管理しておいて、何かいい方法で

除去できるとか、前に進めるような法の改正で

もあればいいがなというふうに思います。

それから、諸塚村の空き家の利活用のことを

出していただきましたけれども、実は今、都会

から農山村に、もう全くゆかりもない人が移り

住もうという動きが少しずつ出てきておりまし

て、諸塚村、私の住む近くにも空き家をちょっ

と利活用したところに今、東京出身が１人、神

奈川県出身が１人、20代の女性がそこに住んで、

仕事をしたりボランティアをしたりというふう

にして住んでおりまして、いつまで住むとかわ

からん、一人はもう仕事を見つけて定住してお

りますけれども、そういう人がかなり都会に、

かなりかどうかわかりませんけど、出てきつつ

あって、そういう動きが、田舎から都会へ流れ

る動きと、都会からそういうところに、いろん

な新しい価値感を求めて入ってくる人が実際に

もう、何でかなというぐらい、私の住んでると

こも何でかなというぐらい山の中にもそういう

動きがあるもんですから、そういった利活用の

仕方っていうか、空き家に対して何らかのそう

いう手を入れるときには支援をできる仕組みな

んです。そういったものをしていただければ、

一つは、交流とかを拠点としながら、そして定

住する人がおったらそれを、そこが生かせるよ

うなそういう仕組みができないかなと思うんで

すけれども、そういったものの、先ほどの話で

は諸塚の中にも事業、何か補助事業をもってそ

ういう整備をしたところがあるというわけです

けれども、そういったこと、今、県内では何カ

所もやられておるんですか。

○森山建築住宅課長 今、委員のほうからあり

ました内容でございますけれども、諸塚村で先

ほど２戸と申しましたけれども、これは交付金

を使いまして、諸塚村のほうで改修を行われま

して、そして体験交流の施設ですとか、そして

あと、短期宿泊施設を整備されておりますけれ

ども、このように交付金のほうで整備するのが

ございます。綾町もこの交付金を使って整備し

てございまして、県内全体につきましては、ま

だちょっと把握はしてございませんけれども、

国土交通省関連で申しますと、先ほど御報告し

た件は把握してるところでございます。

済みません。

○重松委員長 どうぞ。

○森山建築住宅課長 ちょっと、ここ最近で調

べたのがございましたので、大変失礼しました。

県内、今わかってる範囲でございますけれど

も、小林市、えびの市、そして諸塚村、椎葉村、

日之影町、こういったところで、戸数はそんな

に多くございませんけれども、国土交通省所管

以外の事業でおやりになってるところがあると

いうことでは聞いております。

以上でございます。

○黒木委員 そういうところに住みついてると

いうか、ボランティアとかで来てる人の話を聞

くと、すごいな、価値観がもう違うなと思うん

ですけれども、何でここに来たのかっていう話

聞くと、私のテーマは、林業で自立するにはど

うしたらいいかっていうのがテーマですとか

言って、大学で国際関係とか勉強してきました

という人たちが、もう当たり前のように住んで

いる。できるならここで結婚してもいいという

ようなぐらいの人が、そんなにはいないんでしょ

うけれども、もうあらわれているということは、



- 33 -

平成26年９月24日（水曜日）

やはり今、山地災害とか、非常になかなか住む

ところも絶対安全な場所というのはないんです

けれども、それ安全な空き家とかを改修をして、

そういう受け皿をつくると。そういう仕組みづ

くりも今後いいことではないかなと。山村とか

の人口減少対策にはいいことではないかなと思

いますから、そういったいろんな仕組みを少し

ずつでもつくっていただくとありがたいなとい

うふうに思います。

以上です。

○重松委員長 よろしいですね。

○二見委員 １ページの２の現在の取り組みっ

ていうとこで、実態調査っていうのがあるんで

すが、これは住宅・土地統計調査とは別に、もっ

と事細かに調べた調査のことをおっしゃってる

んでしょうか。また、内容についてお伺いした

いなと思うんですけど。

○森山建築住宅課長 市町村の国土交通省のア

ンケートによりますと、実態調査を６カ所やっ

てるということでございますけれども、これに

つきましては、今、報告いたしました住宅・土

地統計調査とは別に、例えば県の緊急雇用創出

事業臨時特例基金というのがございますけれど

も、こういったものを利用しまして６つの市と

町で独自に調査をされておりまして、その調査

の内容も、市内の一部の地域、住宅地域と駅周

辺だけについて住宅の空き家を調査するですと

か、あと、ほかのところでは空き住宅のうち危

険と思われるものだけを調査するですとか、あ

るいはさほど大きくないところにおいては、町

全体を調査してみるとか、調査内容はそれぞれ

でございますけれども、大体空き家がどんな感

じなのかという実態を把握されたんじゃないか

というふうに思います。

○二見委員 いろいろと、たしかこの委員会で

も大分に行ったりとか、ほかのとこにも視察に

行ったときに伺うと、緊急雇用対策基金を使っ

てそういう実態調査をしてるとこっていうのは

結構たくさんあるみたいなんです。空き家対策っ

ていうものを考えたときに、先ほどちょっと分

類についてもお話いただいたんですけれども、

本当、家、家によって事情が違うもんですから、

そこの実態というものがわからないと、その活

用方法っていうのもわからないんです。

恐らく自治会とか、そういったところの館長

さんとか区長さんとかに聞くと、大体ここは今

ちょっと入院しちょっておらんところだとか、

もう子供さんたちも誰もいない、東京に行って

しまってるとか、これは貸し家だけれども今あ

いてる状況だとか、そういったことはもう、そ

の人たちはよくわかってるんでしょうけれども、

もっと市町村レベルでの単位で施策を打つにし

ても、県として打つにしても、そこ辺の状況っ

ていうものをある程度把握しとかないと、手の

打ちようがないのかなというのを感じるわけな

んですが、今、これ見ると、今後の予定も入れ

てもう13市町っていうことは、残りの半分の市

と町、市町村については、まだ検討もしてない

ということみたいなんですけれども、そこ辺に

ついて県としてもっと調査を進めるような指導

なり、何か方向性なりを持っているということ

はないんでしょうか。

○森山建築住宅課長 市町村に対しましては、

昨年度からでございますけれども、市町村の担

当を集めまして、こういった実態調査の件です

とか、条例制定の件、そして活用の事例ですと

か、あと撤去、この補助事業とかございますの

で、そういった情報提供をしたり、意見交換会

をしたりして行っております。

それで、実態調査でございますけれども、先
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ほどちょっと資料の中で御説明いたしましたけ

れども、今度考えられてる新しい法律の中で、

市町村が空き家等対策計画をつくるというくだ

りがあるようでございますけれども、その中で

市町村が実態調査を行うというようなこともあ

るというふうに聞いておりますので、その法律

の内容が明らかになれば、今後、私たちとして

も実態調査についてぜひ行っていただくように

進めたいと思いますし、そして今、その調査の

ためにはいろいろどういった調査をするかとか、

調査方法はどうすればいいかというのがいろい

ろございますので、県土整備部としましては、

調査マニュアルを作成して、市町村を支援して

一緒に取り組んでいこうということで考えてお

ります。

○二見委員 まさにそこだと思うんです。もう

そこのとこ、マニュアルっていうか、どういう

ところをポイントとして調べていかないといけ

ないかっていうことは、もう現時点でもうでき

てて、それをもう今、実施するっていう段階で

進めておかなければ、いわゆる宮崎県の空き家

対策としてどういう事業が必要なのか、どうい

う国の支援が必要なのかっていうことを今の段

階で国に訴えていかないといけないと思うんで

す。できるだけ早急に進めていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

○森山建築住宅課長 この空き家問題というの

は、利活用できるものと、あと廃屋化して危険

な状態であるものと、大きく分けるとそんな感

じかなと思うんですが、特に危険なものにつき

ましては、やっぱり撤去するとか、あるいは何

らかの策をとらないと、いろいろ周辺の生活環

境にも影響を及ぼしますし、周辺住民にもけが

とかなってもいけませんし、いろいろ問題があ

るわけですけれども、我々としてもこの法律の

内容が明らかになれば、そしてまた市町村のほ

うも、また法律の内容がどうなるのかなという

ちょっと様子見もあるようでございますので、

そこ辺が明らかになってくれば、今、申された

ように、必要があれば国に要望していくという

ことも考えなきゃいけないかなと。あと、そう

いうことでまだ検討は、また今後していかなきゃ

いけないかなということで考えております。

○重松委員長 よろしいですか。

○髙橋委員 関連しますけれども、おっしゃっ

たように、空き家の実態調査をする意味ってい

うのは、危険なのかどうかがーつと、再利用が

できるかどうかをしっかり把握するということ

があるんです。私たち、これ人口減少対策から

すると、後者の再利用できるかどうかを把握す

る必要があるわけです。だから、ぜひこの実態

調査をしたほうがいいというふうに思うんです。

おっしゃったように、市町村は、法律ができる

から義務化になるわけでしょう。対策計画の策

定が必要になるから実態を調査しなくちゃいけ

ないということになるわけで、これ余り先送り

されちゃうと意味がなくなると思うんです。大

体おおむねスケジュール的にはどんなことにな

るんでしょうか。

○森山建築住宅課長 まず、これ報道によりま

すと、新しい法律につきましては、次のといい

ますか、今度の臨時国会に法案を出されるとい

うことで新聞報道等では見ておりますけれども、

ですから、早ければこの臨時国会で決まれば、

また早目に手をできるんじゃないかなというこ

とで考えております。そして、調査の義務化と

いうのが、まだ条文が見えませんのでよくわか

りませんけれども、内容がわかってくれば早目

に対応していきたいと、市町村と県と一緒になっ

て対応していきたいというふうに考えておりま
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す。

○髙橋委員 わかりました。計画策定をつくる

に当たって、やっぱり実態をしっかり把握しな

いと多分できないでしょうから、されると思う

んで、とにかく空き家の実態を、再利用できる

かどうか、ここが私たち委員会としては一つの

ポイントになりますから、もしそういう法律が

できて、計画策定もしなくてはならんというと

きにはしっかりと情報提供していただいて、県

としての支援をお願いしたいと思います。

○重松委員長 よろしいですか。ほかにござい

ますか。ほかには。

○宮原副委員長 済みません。綾町の利活用の

ところで、空き家を借り上げ、そして貸与で貸

してあるんですけど、その家にもよるんでしょ

うけど、綾町でどのぐらいで借り上げて、どの

ぐらいで貸されてるのか、わかれば。

○森山建築住宅課長 綾町が今、21戸、行って

いると申しましたけども、大体工事費が平均140

万円ぐらいで、基本的には内装を中心として、

台所ですとかトイレ、そして水回りが多いんじゃ

ないかと思いますが、そういったところ、工事

費としては70万から200万ということでございま

すけども、平均で140万と。

それで、家賃としましては、済みません、詳

細は把握しておりませんが、インターネットで

ちょっと見ますと、１万から※２万円ぐらいだと

いうふうには聞いております。（「１から２万」

と呼ぶ者あり）１から２万円ぐらいだと。

以上でございます。

○宮原副委員長 改修費は140万、70万から200

万、借り上げるっていうのはどのぐらいで借り

上げるんですか。当然人のものを140万かけて改

修するということになるでしょうから。

※このページ右段に発言訂正あり

○森山建築住宅課長 失礼しました。大変申し

わけございません、綾町が幾らで借り上げてる

かというのは、わかりません。（「わかりました」

と呼ぶ者あり）

それと、訂正させてください。家賃としまし

ては、２万円程度だということです。大変失礼

しました。

○宮原副委員長 わかりました。ありがとうご

ざいます。もう一点。

あと、人口減少というあれとはならないんで

すが、空き家の本当に朽ち果てたやつです。宮

崎市内とか、そんな隣にも隣にも家があるよう

なとこなら別ですが、田舎に行けば、物すごい

広い土地があるわけです。崩してしまって、そ

れを産廃として処分をするとかなりの金額がか

かるというふうに聞くんですけれども、一般的

に大体１件当たりの普通の木造の住宅で処理す

るのにどのぐらいかかるもんなんですか。

○森山建築住宅課長 住宅の規模ですとか、処

理までの経緯とかございますけれども、一般的

には100万から200万程度かかるというふうに言

われてるようでございます。

○宮原副委員長 なるほどね。100万から200万

がまた、計画には投資しないと崩れないという

ことになりますので、田舎であると、中国じゃ

ないですが、穴掘って汽車も埋めてしまうぐら

いですけれども、穴掘って埋めたほうが早く終

わっちゃうんです。普通のちょっとした家だっ

たら１日で穴掘って埋めちゃえば終わるぐらい

なんですけれども、そういうことするわけにも

いかんとでしょうけれども、それが仮に見つかっ

た場合、もう皆さんたちが知らなければそれで

終わりなんだけれど、見つかった場合はどの程

度の処罰が与えられるというふうになるんです

か。わからないね。
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○森山建築住宅課長 大変申しわけございませ

ん。処理料といいますか、そういう違反料って

いうのはちょっとわかりません。ごめんなさい。

済みません。

○宮原副委員長 全然違うこと聞いてしまいま

したけれども、実際そういう現場、見たことが

あるんですけれども、本当は見つかってしまう

といかんとです。見つかってしまうといけんと

やけれども、やっぱり100万、200万出せられな

いんであれば、変な話ですけれども、穴掘って

火をつけてしまうと、丸ごと家燃やしちゃうと

消防車が来ますので、その程度にならない程度

に燃やしちゃって埋めちゃうと。すると大体１

日で終わっちゃうんですけれども。要は法に触

れるでしょうから、それやってはならないとい

うことなんでしょうけど、100万から200万とい

う金額を考えると、一部そういうような特例み

たいなのがあってもいいのかなというような気

もしないでもないんですけれども、この辺、部

長、どうでしょうか。

○大田原県土整備部長 今、副委員長が言われ

たものにつきましては、今、建設リサイクル法っ

ていうのが、（「あるよね」と呼ぶ者あり）ここ10

年ぐらいになってるんじゃないかと（「そうです

よね」と呼ぶ者あり）思うんです。それにつき

ましては、ちゃんと分別解体ということで、例

えば家を１軒壊すにしても、まず瓦を外して、

（「そうですね」と呼ぶ者あり）今度は木材は木

材というふうに仕分けして、ちゃんとそれを適

正に処分するようにもう法律で定められており

まして、これにつきましては、特定営業所は４

市、それとあとは県のほう、土木事務所、そこ

に届け出とか許可願いが来ます。必要に応じて

事務所の担当の者が見回り、パトロールをやる

んです。そういうところを発見した場合は、ちゃ

んと分別するようにとか、しっかりした投棄を

するようにとかいうふうな指導をやっておりま

す。（「そうですね」と呼ぶ者あり）はい。それ

については、月に１回ですか、ちゃんと報告も

させてますので、再度それはもう一回、徹底を

させていただきたいというふうに考えておりま

す。

○宮原副委員長 わかりました。決してやって

はいいことではないんですけれども、だから業

者さんに頼むと絶対しませんので、ユンボの運

転なんて普通にできますから、個人でやっちゃ

えばということでやられてる方もいらっしゃら

ないとは言えないというところで、見たので、

だからそういうところもあるので、できればも

う本当に、朽ち果てたのに200万も出すとなった

ら、多分朽ち果てるのを本当に待つとしかない

のかなという気がしますので、ちょっと聞かせ

てもらったところでした。済みません。

○重松委員長 よろしいですか。

○森山建築住宅課長 なかなか経費がかかると

いうことでございますが、国の交付金の補助事

業の中で、市町村事業になりますが、跡地を公

的な、例えば広場ですとかにするということで

あれば、その撤去費については補助がございま

すので、これは市町村が撤去される方に補助す

る場合に国が補助すると、市町村に対して補助

するというのもございますので、広い土地があっ

て、その跡地を市町村のほうで何かコミュニティ

ーとか地元のために使おうと、公的な土地とし

て使おうということであれば補助もございます

んで、それを活用していただくのも一つの手か

というふうに思います。

以上でございます。

○宮原副委員長 ありがとうございました。

○重松委員長 わかりました。ほかにございま
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すか。

○鳥飼委員 土地統計調査の、このいただいた

資料なんですが、悉皆、これ抽出だろうと思う

んですけれども、ちょっと概要を御説明くださ

い。どこが調査するとか。

○森山建築住宅課長 住宅・土地統計調査でご

ざいますけども、この調査主体となりますのは、

総務省の統計局でございます。実際、調査しま

す県の担当としては、統計調査課のほうで行っ

ております。

調査目的としましては、住宅や世帯に関する

実態、そして土地の保有状況等の調査を行いま

して、住宅や世帯に関する現状、推移を明らか

にしまして、住生活関連施策の基礎資料にする

というものでございます。

根拠法令は統計法でございまして、調査時期

は、先ほど申しましたけれども、５年ごとの10

月１日が期日になってまして、直近では昨年、

平成25年になってございます。

調査事項としましては、住宅の構造ですとか、

今、御報告しておりますような空き家になって

るかどうかとか、あるいは住宅の広さですとか

敷地面積、それと世帯の構成ですとか、世帯主

に関すること、そういったことを調査しており

まして、調査方法でございますけれども、国勢

調査の調査区がございますけれども、その調査

区から５分の１ぐらいを抽出しまして、また、

いろいろ抽出しまして、県内では全体としまし

て３万2,000戸を調査対象として調査してござい

ます。

以上でございます。

○鳥飼委員 そうしますと、国勢調査は調査員

の方がおられて悉皆ですけれども、今でいくと

３万2,000戸ぐらいですから抽出をして、それを

調査員の方が調査をするというようなことなん

でしょうね。市町村でやっていくと。

○森山建築住宅課長 基本的には市町村に委託

といいますか、お願いしまして、調査員を決め

まして、調査員にも調査方法等を説明して、そ

して調査票をお渡しして、各戸に、抽出したと

こに配っていただいて、また数日後、回収する

と、そういう形でございます。

以上でございます。

○鳥飼委員 そうしますと、推定、推測、推定

ということで、よく僕ら、いただいたときにこ

れ悉皆かなと思ったりしますので、おおむね推

定で数値を出してるということですよね。

○森山建築住宅課長 我々、推計値と言ってお

りますけど、おっしゃるとおり推定といいます

か、推計して数字を出させていただいておりま

す。

○鳥飼委員 わかりました。

○重松委員長 よろしいですか。ほかは。

○丸山委員 これ大分県のほうに人口減少対策

のほうで調査したところ、大分県のほうでは、

県が主体的に緊急雇用対策事業を使って全ての、

全戸を調査したという、具体的にやってる事例

もあるもんですから、宮崎県としては推計値だ

けしかつかんでないというようなことのようで

すので、できれば、我々は過疎地域に住めば住

むほど、かなり空き家が多いというような認識

があるもんですから、市町村ごととか、恐らく

しっかりデータをまた把握できるような市町村

との連携とかやろうというようなこと、まだ考

えていらっしゃらないんでしょうか。

○森山建築住宅課長 まず、大分県の調査でご

ざいますけれども、大分県は平成24年度に県と

市町村が協議して、25年度に県が調査のガイド

ブックをつくって、そしてそれをもとに市町村

が調査すると。市町村は自治会ですとか、そう
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いった民生委員とか、そういった方に頼みまし

て、外見的に見て空き家と思われるものを報告

してると。対象としては戸建て住宅のみを対象

にしてるということでございまして、たしか大

分県が空き家が１万1,000戸程度、その調査では

出ておりましたけれども、実際の空き家といい

ますか、それは、先ほど資料の中にありますよ

うに、かなり乖離があるようでございますけれ

ども、実態はどうかということにつきましては、

市町村において実態調査をしていただければ

はっきりしてくると思いますので、済みません、

これについては、ちょっと繰り返しになります

けれども、もう我々のほうで調査のガイドライ

ンを作成しまして、市町村のほう、それを利用

していただきながら、そういった支援しながら、

我々も一緒にやっていきたいなということで考

えているとこでございます。

○丸山委員 国のほうも、来年度の概算要求の

中でもリフォームの補助を出そうとかいうよう

な話があって、これを賃貸住宅に使って、本当

に地域のほうに家、先ほどの紹介ありましたと

おり、一、二万前後の安い賃貸で住めるんであ

れば、非常に人口対策、都市部にだけ行くんで

はなくて、過疎地域でもこのように住めるんだ

よ、住むことで人口の流出も防げるんだよって

いうようなことがあれば、そういった具体的な

ことをもう少し市町村に指導していただいて、

国交省のほうでもこういう事業があるんだよっ

ていうのを、情報提供なりをしっかりしていた

だければありがたいかなというふうに思ってお

ります。要望させていただこうと思います。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

先ほどからいろいろ議論があるように、実態を

まず把握することが大事だというお話があるよ

うに、確かにその実態がわかってからこそ、い

ろんな対策が打てるだろうと思ってます。当然

今、先ほどから建築住宅課長が申してますよう

に、法律の制定の動き等もあると。

それ当然注視していくんですけれども、並行

して市町村といろんな話をしていくのも大事か

と思ってます。本会議でもいろいろお話、まち

づくりのお話とかいろいろ出ておりまして、今、

県土整備のほうも市町村とのまちづくりの勉強

会というのをやってて、その中でもやはりそう

いう空き家という問題も出てきてるようです。

そういう場も利用しながら、しっかり市町村の

皆さんと話しながら、また情報を共有しながら

空き家対策というものを考えていきたいと。特

に、空き家対策というのがそういう廃屋の問題

であると。それと一方では、地域の活性化とい

う問題もあるということで、そういうこと、い

ろんなことを含めた上で総合的に検討していく

というのが非常に大事だと思いますので、当然

県庁内での関係課ともしっかり連携を図って、

いろんな形でしっかりと進めてまいりたいと考

えております。

○丸山委員 ２ページの３番の国の動きという

ことで、固定資産税の減免なんかを、税制改正

を要望してるということなんですけれども、あ

る程度前向きに取り上げていただけるような情

報も少し見たような気がするんですけども、具

体的に税制改正についての要望について、国は

どれぐらい進みつつあるのかっていうのがあれ

ば教えていただきたいと思っておりますが。

○森山建築住宅課長 国のほうでは、建物が建っ

ている場合に、住宅などが建ってる場合に固定

資産税評価額の減額措置とありまして、最大６

分の１まで下げられるということになっておる

わけですけれども、この税制改正について、国

土交通省のほうで要望してるということでござ
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いますけれども、新聞によりますと、総務省と

国土交通省が固定資産税の特例措置でございま

すけれども、それについて今、議論といいます

か、検討をしているということで聞いておりま

す。そして、我々の、平成24年になりますけれ

ども、知事名で国土交通省の住宅局のほうに、

こういった制度改正ですとか、税制といいます

か、法整備とか、あと財政支援等制度の充実と、

そういったことにつきまして要望はしたところ

でございます。

以上でございます。

○甲斐市町村課長 市町村課の立場でちょっと

御説明いたします。

土地に係る住宅用地特例、これは課税額が最

大６分の１まで軽減されるわけですけれども、

昭和48年に住宅建設を促進するという目的から

設けられた制度であります。

今、問題になっておりますのは、居住実態が

ないにもかかわらず、この軽減措置を受けるた

めに放置されたままということが全国的に問題

となっております。そこで、今、議論されてる

のは、この軽減措置を、危険な建物においては

特例措置から外すということも視野に入れた税

制改正の議論がされてるということで、いずれ

にしましても年末の税制改正の中で見えてくる

と思います。

総務省としましても、各省との連携施策の中

で調整課というセクションがございますけれど

も、そことかを中心にしながら固定資産税化等

も踏まえた議論になってくると思っております。

○丸山委員 特に廃屋になってる、どこで線引

きするのかって非常に難しいのと、あと、恐ら

く廃屋になってるようなところのは相続もしっ

かりしてなくて、誰が誰の建物かってわからな

くなってることも結構多いのではないのかなっ

て。これは市町村がちゃんと相続なんかがして

ないというのが影響があると思うんですが、そ

の辺かなり実際やろうとしたときに、本当に今、

甲斐課長が言われた議論ができるんだろうか

なっていう、実際現場は多分、市町村の現場、

非常に苦労されるんじゃないかなと思ってるん

です。もう市町村と何かそのような協議とかは

実際やられてるんでしょうか。

○甲斐市町村課長 今、御指摘のように、市町

村税の、例えば税の徴収率というのは100％の町

村もございます。諸塚村、西米良村とか等もご

ざいます。80％台のところもあります。低いと

ころについては、権利関係がなかなか特定でき

ないという部分も確かにあるようです。県外に

子供さん、お孫さん別れていって、なかなかそ

の権利関係が見えなくなってるといったような

状況はあります。

ですから、そういうことに対して、この空き

家に関して、どこまで市町村に立入調査あるい

は強い改善命令、行政代執行までいくのかどう

かわかりませんけれども、そういう権限が与え

られて、それを特定するには一定の時間も必要

かと思います。そして、最終決断をするまでに

は一定の猶予期間というのも設けなきゃいけな

いかもしれません。そういった、いろいろ今後

の制度の枠組みというのも踏まえた上で、市町

村、特に税担当としても注目をしてるところで

す。

○重松委員長 よろしいですか。ほかにござい

ますか。

○二見委員 最後、もう一点、この資料だけが

全てじゃないんでしょうけれども、２ページの

（２）の県の取り組みの②で、庁内の関係６部

８課で情報共有というふうになっているんです

けれども、これ、どういった情報共有というこ
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となのか、その内容について。

○森山建築住宅課長 この庁内連絡会議という

のは、毎年、年に１回ということで開いておる

わけですけれども、先ほど申しましたように、

空き家の問題、特に管理が不十分な建物につき

ましては、先ほど来、出ておりますような廃屋

の問題とか出ておるわけですが、そういったい

ろんな問題がございますので、今、市町村課長

からありました税制の情報ですとか、あと防災

とか、ごみとか廃棄物関係、そして防犯、あと

景観形成、あと空き家バンクとかございますけ

れども、そういった関係する課に集まっていた

だきまして、今、県内市町村の状況といいます

か、なかなか状況を把握できてないところがご

ざいますけども、補助事業の紹介をしたりです

とか、あと利活用でどういったことをしてると

いった、現時点でわかることについて情報提供

等を行っているところでございます。

○二見委員 だから、これが、じゃ、ことしも

あったんですか。毎年１回、大体時期的に。

○森山建築住宅課長 ことしは、大体夏の時期

に行ってるんですけれども、ことしはまだ開催

しておりません。といいますのは、新しい法律

が出されるというのが通常国会のころから話が

ありましたもんですから、まずそれを、法律案

が出されて、それについて意見交換といいます

か、情報交換、情報共有したいと考えておりま

すので、法律案が出されれば、またその時点で

開催したいというふうには考えております。

○二見委員 今、お話いただいた問題点ってい

うの、この１ページの１の（２）のところに書

いてあることだと思うんですけれども、やっぱ

り何かちょっと対応が遅いような気がしますが。

もう24年の８月からこういう庁内会議をされて

るということで、１年後にもこういう問題点を

再認識してると。調査がなかなか進んでないっ

ていうよりか、先ほど丸山委員のほうからもあっ

たように、大分は独自の観点から調査をやった

りとかしてるわけじゃないですか。県として１

年１年で、ここまでだったらやっていこうとい

うようなものっていうか、そういった目標って

いうか、課題設定、そして解決、手法、そこ辺

を、国の動向ももちろんあるのかもしれないけ

れども、やっぱこの１年間でこれが進みましたっ

ていうのをやっぱり出していくべきじゃないか

なと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○森山建築住宅課長 空き家につきましては、

なかなか市町村のほうでも実態を把握できてな

いということもあったと思います。我々のほう

も国のこういった利活用の補助事業ですとか出

てきましてから、それを案内しながら、補助率

２分の１でございますけれども、制度がござい

ますんで、それを利用していただくということ

も含めてＰＲはしてきまして、それで諸塚村な

り綾町もそれを利用されていただいたというふ

うに考えております。

それとあと、相談窓口の設置についてもお願

いをしてるところでございますけれども、アン

ケートにもありますように、これもまだなかな

か設置していただいていないんですけれども、

そういうことで少しずつといいますか、足がぬ

るいかもしれませんけれども、機会あるごとに

文書あるいは研修会、会議等で、いろんな対策

について促してるとこであります。

○二見委員 都城地域に行ったら、大体公民館

が300館ぐらいあるわけなんですけれども、１日

に１人、先ほどの緊急対策事業じゃないですけ

れども、２人雇って１日１公民館ずつ潰していっ

ても、１人300日で、２人だったら150日、やろ

うと思ったらできんことはないと思うんです。
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やっぱり空き家の現状というものをまずつかむ

ことだと思いますが、アパートなのか一軒家な

のかっていうとこも、まずは一軒家なら一軒家

をまずやっていこうと。特に問題なのが一軒家

じゃないのかなと思います。行ってみると、本

当もう親御さんが亡くなって、子供さんたちは

もうよそに出て、まだ遺品が残ったままだと。

誰かに貸そうにも、それをまず片づければ貸せ

るんだけれども、片づけてくれないとか、もう

そこ辺の現状っていうのを、もう潰していくっ

ていったら、もうそこまでできることだと思う

んです。繰り返しになって申しわけありません

けれども、ぜひ県としてそこ辺を、市町村をど

んどん引っ張っていって調査を進めていってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

非常に実態調査はしっかりやっていくというの

が大事だと思いますし、大分県の事例等もござ

いますんで、私ども大分県のほうにも行って、

いろんなことでちょっといろいろお話を伺おう

かなというふうに考えてますし、今後の中でも

できるだけスピード感を持って、しっかりと取

り組んでいきたいと思います。特に実態調査に

ついては、市町村あるいは地域の方々の御協力

が非常に大事だと思ってますので、その辺も十

分考えながら進めてまいりたいと思います。

○重松委員長 よろしくお願いいたします。ほ

かにございませんか。

○森山建築住宅課長 委員のおっしゃること、

そのとおりと思いますので頑張っていきたいと

思います。

平成17年度に、もう９年ぐらい前になります

けども、私たちのほうで抽出して空き家の調査

をしたことがあります。それはなぜかといいま

すと、やっぱり我々は重要な既存ストックとい

うふうに捉えてまして、それを住宅に活用でき

ないだろうかとか、そういった、そうするには

住宅の調査がある程度してみないとわからない

というのがありましたので、実際やってみまし

て、一応8,000戸を抽出しまして、なかなか所有

者とかわからないもんですから、ゼンリン地図

に書いてある住所で法務局に行きまして調べた

りしまして、それ結局所有者がわかったのが５

分の１ぐらい、そして、アンケートという形で

しかとれなかったので、どういう状態の建物で

すかということでアンケートしたんですけれど

も、実際返ってきたのは180戸分だけでした。

そのときに感じましたのが、8,000戸調べて実

際180戸しか、我々のレベルで、そのときは調査

のレベルが低かったと思うんですけれども、な

かなか所有者までたどり着くのが今の時点では

非常に難しいというのがありまして、そしてあ

と、市町村が固定資産税台帳を持っております

けれども、これは担当課といいますか、税務課

以外は絶対もう閲覧とか提出とかできないとい

うことで、一々法務局に行って住所から調べて、

それ所有者誰かと。また、それが変わってたり

しますと、もうつかみようがないという、ちょっ

と我々やってみて限界もありましたもんですか

ら、そういうこともありまして、なかなか市町

村でも着手できなかったのがあるんじゃないか

なと思います。

今度、期待していますのが、新しい法律では、

そういった立入調査ですとか、そういった市町

村が持っている情報を市町村が閲覧できるよう

にとか、そういうこともあるように聞いており

ますので、それが出てくれば、かなり実態調査

も、突っ込んだ調査もできるんじゃないかとい

うふうに考えているところでございます。
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○重松委員長 わかりました。ほかにございま

せんでしょうか。

○外山委員 空き家対策ということで、先ほど

の説明とは少し外れるんですが、災害対策とい

うことで県営アパート、県がつくってるね、こ

れをあけておく必要があるということで、あけ

てあるんですか。

○森山建築住宅課長 災害対策ということで、

特にあけてるところは今のところはございませ

ん。現在は、東日本大震災で避難されてきてい

る方が数軒ございますので、そういうところに

県営住宅に、あいたところに入っていただいて

お貸ししてると。これは家賃は無料でございま

すけれども、そういうことを現在は行っている

ところでございます。

○外山委員 これは、国のほうからそういう指

導っていうのはないんですか。常時このくらい

は部屋数を確保しておくようにというものは今

のところないんですか。

○森山建築住宅課長 特に、災害対策、被災者

のために何戸あけなさいとか、そういった通達

といいますか、連絡とか、そういったのは今の

ところ来てないということでございます。

○外山委員 どういう災害があるかわかりませ

んけれども、もし災害があったときに、県営ア

パートのある程度の部分を確保しとけば対策に

なるわけです。県として、そういう検討はされ

たことはないんですか。

○森山建築住宅課長 この被災者の救済措置と

いうことでは、もうそういう災害が出まして、

被災者が、住宅が壊れて住むとこがないという

ところがある場合には、まず、県営住宅の、そ

の時点であいてるところがございますので、そ

ういったところをまず提供します。そして、県

営住宅で追っつかないときには、あるいは希望

者によっては市町村への公営住宅を使用すると。

この場合には目的外使用ということで、特に収

入基準とか、そういうのは問いませんで、災害

に遭われた被災者ということであっせんといい

ますか、入居させていただいております。

そして、今回、東日本についてもそうですが、

どうしても公営住宅では家族が多くて入り切ら

ないですとか、あるいは医者にかかってて病院

の近くでないといけないという、そういった方

も、さまざまな事情の方いらっしゃいますけど

も、そういった方に対しては民間の賃貸アパー

トに、県が借り上げをしまして入居していただ

いているということを行っております。

○外山委員 こういうこともやっぱり場合に

よっては検討しておく必要があるかなという気

がしますから、また、今後の課題として、必ず

ストックとして何％ぐらい公営住宅をあけてお

くとか、そこ辺の検討も、今後の課題として一

度、御検討いただくといいかと思います。

以上です。

○中野委員 空き家対策でいろいろと論議され

ておりますが、なかなか一回、空き家になった

ものを再利用したりとか、対策を打ちたいとい

うことで難儀、苦労されて、次の政府の方策を

待つような話やらあるんですが、逆に、空き家

をしていること、いわゆるその家を管理してい

ないということで、その持ち主者に対して何か

管理責任を求めるようなことはないんですか。

それはできないんですか。

○森山建築住宅課長 所有者に対して適正な管

理を行うようにということでございますけども、

先ほど御紹介いたしましたけれども、市町村で

条例を策定して、管理するようにという条項を

設けて指導してるというところはございます。

○中野委員 というのは、台風が温帯低気圧に
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なって一段落しましたが、台風とか突風とか竜

巻とか、その他で空き家にしていることで管理

がうまくいってないので、いろいろと家の瓦と

か窓とかいうのが飛んで、隣家にいろいろ影響

を出します。そのときには、その持ち主は責任

があると思うんです。想定外の災害であれば問

題でないかもしれないけれども、普通の管理を

怠ったということであれば、それは責任がない

ことではないと思うんです。そこからすれば、

何か法的に管理責任があるんじゃないかなと思

うんですが、法律的にはそういうことはないん

ですか。

○森山建築住宅課長 著しく保安上危険とか環

境に影響があるという、非常に危険な状態の建

物で、周りに、例えばもう道路際に、通学路沿

いに建ってて、いかにも壊れそうだとか、そう

いったものがある場合には、今度は建築基準法

のほうで所有者に対しまして改善勧告を出すこ

とができます。済みません、法的には、私の知

る限りでは、建築関係ではそういったのはござ

います。

○中野委員 それも調べて、そういう面からそ

の持ち主者がどっかよそに行ったり、あるいは

持ち主者が亡くなって相続人、そういう人たち

が相続放棄もしてなければ、やはり管理をしな

けりゃならないよということを常日ごろから周

知徹底しておくということも、非常に空き家対

策の場合にいいんじゃないかなと思うんです。

そうしないから、こういうなかなか今、空き家

を何とかしたいという対策、非常に問題が生じ

ますから、時間もかかるし、いろいろと手をこ

まねるということになるから、私は法的に何か

あると思うんですが、財産管理ですから管理責

任がないことはないと思うんです。土地だって

ありますから。そういう放置してることは重大

なる過失になると思います。重大な過失があれ

ばその責めを負われるということになるから、

民法上含めて、その辺からも含めてないんです

か。

○森山建築住宅課長 申しわけございません。

大変不勉強でありまして、済みません、民法で

すと、建築基準法ではあるということしか私は

わかりませんが、おっしゃるとおり、管理責任

といいますか、けが人を出したりとかあります

けれども、そういうときはあるんだと思います。

そして、また、通常の管理においてできない、

例えば、台風とかで瓦が飛んで、どこか破損し

たとかそういった自然災害といいますか、そう

いうので起きた場合には、何か特に責任は問わ

れないということも聞いたことがございますけ

れども。（発言する者あり）そんなことないです

か。失礼しました。じゃ、私の不勉強でござい

ます。（発言する者あり）

○中野委員 火災の場合は、類焼とか大火とか、

それは責任ないけれども、普通の風水害の場合

にはあると思います。だから、その責任を民法

上求めるというのが民法709条にあるでしょう

が。そういう過失責任があります。あると思い

ます。ちょっと調査して、あればその辺、事前

に市町村を指導してやって、家を離れるときに

はきちんと、もう誰かに売るとか、あるいは後

継者にぴしゃっと渡すとか、もう自分で処分す

るとかする風潮をつくらないと、この田舎は、

もう今後大変な問題になると。人口減少の社会

ですから。いいですか。

○森山建築住宅課長 勉強させていただきたい

と思います。

それと、先ほど一般所有者のといいますか、

住民の方にそういう空き家問題というのを周知

させる必要があるんじゃないかというお話がご
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ざいましたけれども、それにつきましても、今

までやってなかったんですけれども、今後そう

いう一般の方といいますか、空き家所有者の方

を対象とした勉強会といいますか、講習会とい

いますか、研修会といいますか、やれないかど

うかというのをちょっと考えてみたいというふ

うに思います。

それと、10月18日でしたか、土日にスマイル

メッセということで、防災展と一緒に住宅の情

報の提供する場をイオンモールでやるんですけ

れども、そのときに住まいの相談窓口というと

こを設けまして、そこで空き家の所有者の方も

相談してくださいということでＰＲしていって

るところでございます。

以上でございます。

○重松委員長 よろしいですか。ほかにござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。執行部の皆さん、

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時８分休憩

午後２時10分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、協議事項（１）の県外調査についてで

あります。資料２をごらんください。

県外調査につきましては、10月15日から17日

に予定されています。調査先につきましては、

前回の委員会で正副一任をいただいたところで

すが、調査先として、15日に内閣官房、ＮＰＯ

法人ふるさと回帰支援センター、16日に長野県

庁、信州大学地域戦略センター、17日に伊那市

役所、伊那食品工業にお伺いしようと考えてお

ります。

内閣官房につきましては、まち・ひと・しご

と創生本部事務局にお伺いし、国の今後の人口

減少対策の取り組みなどについて調査したいと

考えています。

ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターは、首

都圏に住む、ふるさと暮らしや田舎暮らしを希

望する方々に、情報提供やセミナーを行ってお

り、ここでは、他の自治体の移住・定住情報発

信の取り組みなどについて調査したいと考えて

おります。

長野県では、平成24年度に策定されている長

野県移住・交流戦略について、また、県・市町

村・関係団体・企業が一体となって取り組んで

いる信州ブランド戦略について、そして、本県

と同じ、子育て同盟サミット加盟県として、少

子化・子育て対策について調査したいと考えて

います。

信州大学地域戦略センターでは、文部科学省

の「地（知）の拠点整備事業」などを活用し、

地域の課題を解決するための人材育成や、自治

体や企業と協同し、地域活性化を図る取り組み

を実施しており、これらの取り組みについて調

査したいと考えています。

なお、同大学は、日本経済新聞社、産業地域

研究所が実施しました地域貢献度ランキングで

２年連続１位となっており、研究成果や人材を

積極的に地域振興に役立てています。

伊那市役所は、ことし６月に人口増推進室を

設置し、人口増対策や移住定住対策に取り組ん

でいます。伊那市では、移住・定住促進プログ

ラムと空き家対策などについて調査したいと考

えています。

伊那食品工業株式会社は、寒天の国内トップ
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シェアのメーカーであり、48年間増収・増益を

続けた企業でありながら、地域貢献にも積極的

に取り組んでおり、会社は年間30万人が訪れる

観光地にもなっています。ここでは、人口減少

社会・高齢化社会を見据えた企業のあり方など

について調査したいと考えています。

今のところ、そういう内容でございます。今

のところ、ほとんどの委員が御参加と聞いてお

りますが、もし欠席や変更がある場合は、交通

手段や宿泊の予約の関係がありますので、明

日、25日木曜日正午までに書記まで連絡をお願

いいたします。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

でございます。

次回委員会は、閉会中の10月31日金曜日を予

定しております。

次回委員会につきましては、事前に正副委員

長で打ち合わせを行いましたので、正副委員長

案を説明いたします。

まず、午前中は、宮崎大学に伺いたいと考え

ています。県外調査の調査先である信州大学の

取り組みとも関係しますが、宮崎大学において

も、平成22年に産学・地域連携センターを設置

し、自治体が抱える地域課題解決に向けた取り

組みを行っており、その活動内容などを調査し

たいと考えています。

お昼を挟みまして、午後からは、日南市役所

にお伺いしたいと考えています。日南市では、

市の移住・定住対策の取り組みをお聞きすると

ともに、実際に移住された方々で組織されてい

ます移住者の会との意見交換会を考えています。

正副委員長案は以上であります。できました

ら、このように進めさせていただきたいと考え

ますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように進めさせていただきます。

最後になりますが、協議事項（３）のその他

で、委員の皆様から何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないですね。それでは、これで

終了させていただきますが、最後になりますが、

次回の委員会は、閉会中の10月31日金曜日を予

定いたしております。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

午後２時14分閉会


